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NO.
新規・継続
の別

重　　点　　要　　望　　事　　項 弘前市主管部課 ページ

◆「ひとづくり」

1 新規 子育て支援について
健康福祉部
　子育て支援課

1

2 新規
弘前市教育委員会が実施する市内全小中学校学力テストの
見直しについて

教育委員会
　学校指導課

2

3 新規 地方スクーリングサテライトの設置について
経営戦略部
　ひろさき未来戦略研究
センター

3

4 新規 全ての人たちが住みよいまちづくりについて
経営戦略部
　ひろさき未来戦略研究
センター

4

5 新規 小学校の図書室の本の入替えについて
教育委員会
　学務健康課

5

6 新規
文化・スポーツ活動の拠点となる施設の効率的・計画的な整
備とより効果的な運営・管理について

教育委員会
　弘前図書館
　学校づくり推進課
財務部
　財産管理課

6

◆「まちづくり」

7 継続 冬季間における快適な生活と安定した交通の確保について
建設部
　道路維持課

8

8 新規
ＪＲ弘前駅中央口から大町遊歩道へのペデストリアンデッキ
（歩行者専用高架通路）の架設について

都市環境部
　都市政策課
建設部
　建設政策課

9

9 継続 市街化調整区域の柔軟な対応について
建設部
　建築指導課

10

10 継続 都市計画における用途区域に関する柔軟な対応について
都市環境部
　都市政策課

11

11 継続 宅地開発に係る支援について

都市環境部
　都市政策課
上下水道部
　工務課
建設部
　建築指導課

12

12 新規 桜大通り周辺の景観について
建設部
　道路維持課

13

13 新規 「まちなかぐらし」に向けた整備の促進について
都市環境部
　都市政策課

14

14 継続 弘前市の生活環境の向上や交通安全について

都市環境部
　都市政策課
建設部
　建設政策課
　道路維持課
観光振興部
　観光政策課

16

Ⅰ　雪対策

Ⅱ　都市環境

要望事項41項目（昨年度49項目）　うち新規20項目　うち継続21項目

Ⅰ　子育て

Ⅱ　こどもの学び

Ⅲ　多様な学び

Ⅲ　生活基盤



NO.
新規・継続
の別

重　　点　　要　　望　　事　　項 弘前市主管部課 ページ

15 継続 地域内公共交通ネットワークの再構築について
都市環境部
　都市政策課

18

16 継続
弘前城北公園交通広場の更なる整備充実と広報活動強化に
よる利用率の向上について

都市環境部
　都市政策課

19

17 継続 カラス・害虫被害対策について

都市環境部
　環境管理課
建設部
　道路維持課

20

18 新規 ごみのリサイクル率アップのための更なる取り組みについて
都市環境部
　環境管理課

22

19 新規 再生可能エネルギーに関する補助金の制定について
都市環境部
　スマートシティ推進室

23

◆「なりわいづくり」

Ⅰ　農林業振興

20 継続 農商工連携と６次産業化に対する支援について

農林部
　農業政策課
商工振興部
　産業育成課

24

21 継続 りんご産業の推進について

農林部
　りんご課
　農業政策課
農業委員会事務局
観光振興部
　観光政策課

26

22 継続 「弘前の地酒とシードルで乾杯条例」の早期制定について
商工振興部
　商工政策課

30

23 継続 岩木山の豊かな環境を活用した岩木地区の利活用について

岩木総合支所
　総務課
観光振興部
　観光政策課

32

24 新規 りんご神社（仮称）の設置について
農林部
　りんご課

33

25 新規
海外からのＦＩＴ(個人海外旅行)旅行者の獲得と受け入れ環境
の整備について

観光振興部
　国際広域観光課
財務部
　情報システム課

34

26 新規
弘前さくらまつり開催１００周年記念事業実施に対する支援に
ついて

観光振興部
　観光政策課

37

27 継続 ものづくり技術・伝統文化の継承と若手育成について

商工振興部
　商工政策課
教育委員会
　教育センター

38

28 継続
学生対象の溶接技術講習会並びに溶接競技大会開催の際の
支援について

商工振興部
　商工政策課

40

29 継続 「弘前ブランド」を国内外へ発信できる施策の検討について
商工振興部
　商工政策課

41

30 継続 弘前市融資制度（特別保証融資）の拡充について
商工振興部
　商工政策課

42

31 継続 マル経融資制度の利子補給の実施について
商工振興部
　商工政策課

43

32 新規
新規学卒者など若者の地元就職に向けた施策の推進につい
て

商工振興部
　商工政策課

44

33 新規 スポーツ振興による経済活性化について
市民文化スポーツ部
　文化スポーツ振興課

46

Ⅳ　エネルギー・環境

Ⅱ　観光振興

Ⅲ　商工業振興



NO.
新規・継続
の別

重　　点　　要　　望　　事　　項 弘前市主管部課 ページ

◆「その他」

34 継続 各種イベントの効果測定の実施と測定結果の周知等について
観光振興部
　観光政策課

48

35 継続 公衆用道路の固定資産税非課税基準の緩和について
財務部
　資産税課

49

36 継続
青森空港並びに奥羽本線新青森駅等の利便性向上に係る
国、県、関係機関等に対する要望活動について

都市環境部
　都市政策課
建設部
　建設政策課

50

37 新規 ＩＣＴを活用した地方創生弘前型モデルの構築について

財務部
　情報システム課
経営戦略部
　広聴広報課

52

38 新規 ヘルプマークの普及について
健康福祉部
　福祉政策課

55

39 新規 ふるさと納税について
経営戦略部
　広聴広報課

56

40 新規 女性が活躍できる取組みをしている企業のＰＲについて

市民文化スポーツ部
　市民協働政策課
商工振興部
　商工政策課

57

41 継続 「弘前ブランドセンター」設立に向けた支援について
商工振興部
　商工政策課

58
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 １ 子育て支援について 

要

望

事

項

の

内

容  

現在弘前市では、核家族化の進展や、夫婦共稼ぎ家庭の増加により、子どもの保育

サービスに対する需要が高まっております。  
つきましては、様々な環境にある子育て家庭が、子どもを生み育てることに強い不

安感や負担感を感じることなく心豊かに子育てできるよう下記について要望いたし

ます。  
①現在弘前市で実施している子育て支援策の中でも、子どもの医療費に対する助成

や保育料の軽減といった、各種子育て助成金制度の拡充。  
②弘前市が平成２４年度から２７年度まで実施し、市民に周知され好評であり、現

在も再開の要望が強い弘前市子育てスマイルアップ補助金の復活。  
 

 

                                               健康福祉部 子育て支援課  
 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

① 子ども医療費の給付や保育料の軽減、予防接種費用などについて、市が独自に

負担することで、子育て世帯の経済的な負担を軽減しています。  
 
② 子育てスマイル（住まいる）アップ補助事業は、子育てに適した住環境の創出

などを目的に、４年間を実施期間として開始し、所期の目的を達成したため、平

成２７年度をもって終了いたしました。  
 

今
後
の
処
理
方
針 

① 各種の子育て支援制度については、子ども医療費の給付や保育料の軽減などの

拡充に取り組むほか、新たに多子世帯への学校給食費や上下水道料金の軽減にも

取り組み、子育て世帯の経済的な負担を軽減していく予定としております。  
 
② 子育てスマイルアップ補助事業については、事業に係る財源を確保できる見込

みがないことから、復活することは困難ですが、子育て世帯の住環境に関しまし

ては、平成２７年度から空き家・空き地利活用事業での子育て世帯に対する優遇

を行っており、移住対策として、子育て世帯の新築の建物取得に対する助成にも

取り組んでいく予定としております。  
 
 

担当：子育て支援課 課長補佐 石田 剛 内線５６０  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ２ 
弘前市教育委員会が実施する市内全小中学校学力テストの見直

しについて 

要

望

事

項

の

内

容  

現在、弘前市教育委員会が市内全小中学校で４月に実施している標準学力テストに

ついては、国（文部科学省）や県による同様な学力調査が行われております。  
つきましては、同様な学力調査がある以上、教育委員会が実施している学力テスト

については屋上屋を架す印象を与えることから、経費削減の見地からも見直ししてい

ただきますよう要望いたします。  
あわせて予算を使って実施するのであれば、その目的・結果・今後の対策などの検

証結果をお示しいただきますよう要望いたします。  

 

                                                教育委員会 学校指導課  
 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

弘前市 教 育委員 会 が４月 に 実施し て いる「 標 準学力 検 査（Ｎ Ｒ Ｔ）」（ 以

下、Ｎ Ｒ Ｔ）は 、 「知能 検 査」と 同 時期に 実 施し、 児 童生徒 一 人一人 の 知

能と学 力 を相関 さ せて結 果 を分析 す るもの で ありま す 。この 二 つを関 連 さ

せて分 析 した場 合 、児童 生 徒はバ ラ ンスド ア チーバ ー （知能 と 学力の バ ラ

ンスが と れてい る ）、オ ー バーア チ ーバー （ 知能か ら 期待さ れ る学力 よ り

成績が 高 い）、 ア ンダー ア チーバ ー （知能 か ら期待 さ れる学 力 より成 績 が

低い） と いう３ つ のタイ プ に分類 で き、一 人 一人に 応 じた指 導 に生か せ る

という 特 徴があ り ます。 文 部科学 省 の全国 学 力・学 習 状況調 査 （以下 、 全

国学調 ） や、青 森 県教育 委 員会の 学 習状況 調 査（以 下 、県学 調 ）は、 各 学

校の学 力 の傾向 把 握によ っ て、指導 を改善 す ること を 目的と し ている た め、

知能と 学 力との 相 関に基 づ いた一 人 一人の 情 報を得 る ことは で きませ ん 。

全国学 調 や県学 調 とは違 い 、ＮＲ Ｔ や知能 検 査の結 果 は、６ 月 中には 各

小・中 学 校に届 く ため、 教 育相談 や 夏休み の 三者面 談 等にお い て、本 人 及

び保護 者 へ「分 析 シート 」 を配付 し て結果 を 説明す る ことが で きます 。 ま

た教育 委 員会に お きまし て も、小 ・ 中学校 の 結果を 分 析した 上 で、各 学 校

に情報 提 供し、 具 体的な 指 導改善 に 活用し て おりま す 。  

今
後
の
処
理
方
針 

これら の ことか ら 、市教 委 といた し まして は 、ＮＲ Ｔ を学力 向 上対策 事

業の R-PDCAサ イ ク ル に位 置 付け、 授 業づく り はもち ろ ん、学 級 の集団 づ く

り、そ し て一人 一 人への 具 体的指 導 場面に お きまし て も、Ｎ Ｒ Ｔ及び 知 能

検査が 大 変重要 で あると 考 えてお り ます。 学 力向上 に は家庭 の 協力も 欠 か

せない こ とから 、 ＮＲＴ の 分析結 果 を市の ホ ームペ ー ジや広 報 ひろさ き 、

教育フ ェ スティ バ ル等で 紹 介しな が ら、市 民 の皆様 か らも本 市 の教育 に 御

理解、 御 協力を い ただけ る ような 情 報発信 を してお り 、今後 も 検査の 継 続

を考え て います 。  

担当：学校指導課  指導主事  前田 清幸  内線７７８  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ３ 地方スクーリングサテライトの設置について 

要

望

事

項

の

内

容  

現在、家庭の経済的理由から適正な教育を受けることが困難な子どもたちの存在が

見受けられます。  
つきましては、弘前市においても子供たちの教育環境における格差是正の観点か

ら、多角的な奨学助成支援メニューと並行し、夜間大学・通信制大学といった既存施

設を活用した地方スクーリングサテライトの設置を要望いたします。  

 

                                     経営戦略部 ひろさき未来戦略研究センター  
 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

 

・ 当 市 は 、弘前 大 学、弘 前 学院大 学 、東北 女 子大学 、 東北女 子 短期大 学 、

弘前医 療 福祉大 学 、放送 大 学青森 学 習セン タ ーが開 設 される 学 都であ る

ととも に 、各大 学 におい て は、市 民 に開か れ た大学 と して、 市 民向け の

講座等 も 多数実 施 されて お ります 。  

 

・ ま た 、 当市で は 、能力 が あるに も かかわ ら ず、経 済 的理由 に より修 学 が

困難な 学 生の方 （ 市内に 住 所を有 す る過程 の 被扶養 者 で大学 、 専門学 校

または 高 等学校 に 在学し て いる方 ） に対し 、 有能な 人 材育成 に 資する こ

とを目 的 に、学 資 を貸与 す る奨学 金 制度を 創 設して い ます。  

 

今
後
の
処
理
方
針 

上記の よ うな状 況 の中、 地 方スク ー リング サ テライ ト は本来 、 大学側 が

設置す る もので あ ること か ら、ま ず は教育 内 容に対 す る受講 者 ニーズ の 把

握を含 め 、市内 の 高等教 育 機関等 に おいて 、 教育環 境 におけ る 格差是 正 を

図るた め の取り 組 みにつ い て意見 交 換を行 う など、 検 討を促 し てまい り た

いと考 え ます。  

担当：ひろさき未来戦略研究センター 計画マネジメント担当 主査 榊真一 内線５３８ 
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ４ 全ての人たちが住みよいまちづくりについて 

要

望

事

項

の

内

容  

現在弘前市では、少子高齢化に伴う人口減少社会において、持続可能なまちづくり

を推進するために「弘前版 CCRC 推進協議会」を設置し、地元の高齢者はもとより
移住者を迎えながら、健康で活動的な生活ができる活動を推進しております。  
つきましては、住地、住宅環境に関する事、入居者と形成するコミュニティーに関

する事など、今後の取り組みについて具体的に周知していただきますよう要望いたし

ます。  

 

                                     経営戦略部 ひろさき未来戦略研究センター  
 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

 

弘 前 版 生 涯活躍 の まち（ Ｃ ＣＲＣ ） の推進 に つきま し ては、 平 成２７ 年

度に「 弘 前版Ｃ Ｃ ＲＣ推 進 協議会 」 による 協 議を経 て 策定し た 「弘前 版 生

涯活躍 の まち構 想 」を基 に 、今年 度 作成し た 生涯活 躍 のまち に 関する 「 地

域再生 計 画」が 国 の認定 を 受けた こ とから 、 今後は そ の計画 を 具体化 さ せ

ていく こ ととな り ます。  

地 域 再 生 計画の 概 要とし ま しては 、 就業意 欲 や社会 参 加意欲 の 高いア ク

ティブ シ ニアの 移 住を受 け 入れ、 地 域住民 を はじめ と する多 様 な主体 と 交

流・協 働 しなが ら 市内で 活 躍する こ とを通 じ て、様 々 な地域 課 題の解 決 に

寄与す る 仕組み を 構築し よ うとす る もので す 。  

現 在 は 、 事業開 始 に向け て 、移住 者 が地域 社 会に溶 け 込むた め に、地 域

住民や 多 世代が 交 流でき る 「地域 交 流拠点 」 の整備 と 、自立 し た生活 を 送

ること が できる 居 住空間 を 提供で き る事業 者 を公募 に より選 定 したと こ ろ

であり ま す。  

 

今
後
の
処
理
方
針 

 

今 後 の 取 組みと し ては、 移 住者に 対 して就 業 や生涯 学 習活動 、 その他 の

社会的 活 動への 参 加など 、 各種サ ー ビス・ プ ログラ ム を提供 す る団体 や 事

業者を 含 めた協 議 会を設 置 し、事 業 運営の 在 り方や 、 アクテ ィ ブシニ ア の

活躍の 場 づくり な ど、取 り 組むべ き 事項を 記 載した 「 生涯活 躍 のまち 形 成

事業計 画 」の作 成 に向け て 協議を 進 めてい き たいと 考 えてお り ます。  

そ の 中 で も、移 住 者の就 業 に関す る 人材の ニ ーズ掘 り 起こし と マッチ ン

グにつ い ては、 貴 会議所 の ご協力 を 得なが ら 進めて い きたい と 考えて お り

ます。  

担当：ひろさき未来戦略研究センター 人口減少対策担当 総括主査 土岐博志 内線９３６  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ５ 小学校の図書室の本の入替えについて 

要

望

事

項

の

内

容  

現在、弘前市内小学校の図書室の本がかなり傷んでいる状況が見受けられます。

つきましては、傷んだ本の更新を積極的に行い、書籍を充実させ魅力ある図書室を目

指すなど、子どもたちが活字に触れる機会を増やしていただきますよう要望いたしま

す。  

 

                                                教育委員会 学務健康課  
 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

学校図 書 館では 、 各校の 判 断によ り 、破損 、 汚損が 著 しく、 補 修が不 可

能な図 書 や、時 間 の経過 に より内 容 が古く な り資料 的 な価値 が なくな っ た

図書な ど を不要 図 書とし て 処分す る 一方、 毎 年新し い 本を購 入 して図 書 の

整備を 進 めてお り ます。  

本 市 の 学 校図書 予 算は、 図 書の整 備 率や学 級 数を考 慮 し、１ 校 当たり 約

１９万 ３ 千円か ら ６０万 円 で、平 成 ２８年 度 の小学 校 全体で は １千２ ６ ０

万円と な ってお り ます。  

 

今
後
の
処
理
方
針 

現在、 市 立図書 館 では希 望 する学 校 に司書 を 派遣し て 、学校 図 書館の 整

備や活 用 を支援 す る学校 図 書館訪 問 事業を 実 施して お ります 。 今後も 本 事

業を維 持 しなが ら 、図書 の 整備に つ いても 着 実に進 め てまい り ます。  

 ま た 、 各 小学 校 におい て は読書 タ イムな ど を設け 、 子ども た ちが活 字 に

触れる 機 会をつ く るなど 工 夫して ま いりま す 。  

更 に 、 児 童生徒 の 保護者 や 地域の 方 々にも 学 校図書 館 への協 力 をいた だ

きなが ら 、より 魅 力ある 空 間とな る よう支 援 してま い りたい と 考えて お り

ます。  

担当：学務健康課 課長補佐 中田 和人 内線７４９  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ６ 
文化・スポーツ活動の拠点となる施設の効率的・計画的な整備と

より効果的な運営・管理について 

要

望

事

項

の

内

容  

弘前市民が文化・スポーツ活動の拠点として利用する公共施設について、下記の要

望をいたします。  
 ①市立図書館の閉館時間を試験的に午後９時まで延ばすといった、市民の利便性向

上のための利用状況調査の実施と効果的な運営の検討。  
②市内小・中学校や市民体育館等の施設のトイレの洋式化。  

 

                                           教育委員会 弘前図書館  
                         教育委員会 学校づくり推進課  
                         財務部 財産管理課  
 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

①図書 館 の開館 時 間等に つ いて  

弘 前 図 書 館の開 館 時間に つ いては 、平成 17年 4月 1日 よ り「 午 後 6時 」ま で

を「午後 7時 ま で 」、平成 25年 4月 1日 よ り 、休 館日で あ った「月 曜日」を 開

館日と す るなど 、 市民の 利 便性向 上 を図っ て きまし た 。  

 

② ト イ レ の洋式 化 につい て  

市 内 小 ・ 中学校 に おける ト イレの 洋 式化に つ きまし て は、こ れ まで各 校

に最低 1基 は 洋 式 便器が 必 要とい う 認識で 整 備を進 め 、その結 果、全て の小

・中学 校 に洋式 便 器を整 備 したほ か 、近年 、 新築ま た は改築 し た学校 に つ

きまし て は、校 内 全ての ト イレを 洋 式化し た ところ で ありま す 。  

市 で は 現 在、公 共 施設を 効 率的に 維 持・管 理 してい く ことを 目 的にフ ァ

シリテ ィ マネジ メ ントの 取 り組み を 進めて お り、今 後 も長期 的 に維持 し て

いく施 設 につい て は、計 画 的な改 修 等を行 う ことで 、 建物を 健 全な状 態 で

長期的 に 使用し て いくこ と として お ります 。  

建 物 の 長 寿命化 を 進めて い くうえ で は、空 調 や給排 水 などの 設 備ごと に

使用年 数 等に応 じ た改修 が 必要で あ り、特 に 一定の 期 間が経 過 した建 物 に

ついて は 、その 後 の使用 を 見据え た 大規模 な 改修が 必 要とな り ます。  

整 備 後 年 数を経 過 した建 物 は、ト イ レに限 ら ず利用 者 のニー ズ の変化 に

対応で き なくな っ ていく 傾 向にあ る ことか ら 、基本 的 にはこ の 大規模 改 修

の機会 に 現在の 利 用状況 や 将来を 見 据えた ニ ーズに 対 応する た めのリ ニ ュ

ーアル を 検討す る ことと し ており ま す。  
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今
後
の
処
理
方
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①図書 館 の開館 時 間等に つ いて  

弘 前 図 書 館の平 成 27年 度 時 間 帯別 貸 出者数 の 割合は 、 「午後 6時 ～ 午 後 7

時 」 が 全 体の 3%に と ど ま っ ており 、 他時間 帯 と比べ 低 くなっ て おりま す 。

 ま た 、複合施 設 である 観 光館等 に ついて も 午後 6時 に 閉 館 し 、市役所 周辺

を含め 午 後 7時 以 降 は人 通 りが極 端 に少な く なり 、防 犯面の リ スクが 高 まる

と思わ れ ます。  

よ っ て 、開館時 間 を午後 9時 ま で 延 ばした 場 合も、大 幅な利 用 者増に つ な

がらな い ため、 試 験的な 開 館時間 の 延長は 考 えてお り ません 。  

 現 在 は 、 市内 一 円に移 動 図書館 車 を運行 し 、普段 利 用でき な い方へ の 図

書貸出 の 機会の 提 供や、 図 書館開 館 時間以 外 でも返 却 可能な 返 却ポス ト の

設置を 行 うなど 、 利用者 の 利便性 向 上のた め の取組 を 実施し て おりま す 。

 

② ト イ レ の洋式 化 につい て  

建 物 の リ ニュー ア ルとは 別 にトイ レ を改修 す る場合 は 、各施 設 所管課 に

おいて 、 施設の 特 性や利 用 者のニ ー ズ等に よ り検討 す ること と なりま す 。

 市 内 小 ・中学 校 のトイ レ につい て は、今 後 も毎年 数 基ずつ 便 器の洋 式 化

を図っ て いくほ か 、老朽 化 による 環 境の悪 化 が著し い トイレ に つきま し て

は、排 水 管の改 修 や照明 及 びタイ ル の交換 な どの全 面 改修も 視 野に入 れ な

がら、 計 画的に 整 備して ま いりた い と考え て おりま す 。  

こ れ ら 個 々の改 修 計画に つ いては 、 市有施 設 全体を と りまと め 、建物 の

状態や 利 用状況 、 今後の 施 設の方 向 性等に よ り、市 全 体での 優 先度を も っ

て改修 を 検討し て いくこ と となり ま す。  

 

担当：弘前図書館      総務係 主事   斎藤 俊希 内線４００  
   学校づくり推進課     施設係 主事   天坂 拓  内線７４５  
   財産管理課  ﾌｧｼﾘﾃｨﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ担当  総括主査  伊藤   三保   内線９０１  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 8 - 
 

弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ７ 冬季間における快適な生活と安定した交通の確保について 

要

望

事

項

の

内

容  

冬季間における快適な生活と安定した交通を確保するため、救急や消防の車両がス

ムーズに進入できるよう細い路地の排雪の強化について要望いたします。  

 

                                                建設部 道路維持課  
                          

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

細い路 地 の除排 雪 につい て は、小 路 除排雪 業 務によ る もので 、 これは 一

般除雪 の 作業機 械 が進入 出 来ない 幅 員２． ５ ｍ以上 、 ４ｍ未 満 の生活 道 路

を対象 と してお り ます。 小 路排雪 は 町会と 連 携を図 り ながら 、 路面や 積 雪

状況な ど により 適 宜実施 し ており ま す。  

今
後
の
処
理
方
針 

小路の 排 雪は原 則 シーズ ン １回程 度 となっ て いるこ と から、 地 域と一 体

となっ た 除排雪 体 制の構 築 が必要 で ありま す 。  

市 で は 、 小路な ど の一般 除 雪が入 れ ない箇 所 を対象 に 、町会 等 除雪報 償

金や町 会 雪置き 場 事業な ど 、地域 と 連携し た 助成制 度 に取り 組 んでお り ま

すが、 よ り一層 の 効果を 上 げるた め 、助成 制 度の利 用 促進や 拡 充に努 め て

まいり ま す。  

ま た 、 気 象状況 に 応じて 、 パトロ ー ルの強 化 や住民 情 報など か ら、事 前

に交通 障 害の防 止 に努め て まいり ま す。  

担当：道路維持課 課長補佐 花岡 哲 内線４５１  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ８ 
ＪＲ弘前駅中央口から大町遊歩道へのペデストリアンデッキ（歩

行者専用高架通路）の架設について 

要

望

事

項

の

内

容  

現在、ＪＲ弘前駅中央口から大町遊歩道（えきどてプロムナード）に抜けるために

作られた地下道は、階段数も多く、昇り降りなど高齢者や妊婦にとって利用しにくい

状況となっております。また、階段の昇降の手間を省くためにも地下道を利用せずに

横断歩道の無い道路を横断する人が散見され、バスや車が多く往来している道路を横

切ることによる事故も懸念されております。加えて弘前を訪れる観光客やビジネスマ

ンも地下道の先に中心市街地へ続く遊歩道があることに気付かず、駅から中心市街地

への人の流れをつくる目的で作られた遊歩道の利用にも少なからず影響を及ぼして

おります。  
つきましては、市民はもちろん北海道新幹線開業等により今後更に増えていくと思

われる観光客を含めた駅利用者のためにも、駅の２階から直接遊歩道につながるペデ

ストリアンデッキの架設につきまして要望いたします。  
 

                                              都市環境部 都市政策課  
                            建設部 建設政策課  
                          

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

ＪＲ弘 前 駅およ び 弘南鉄 道 大鰐線 中 央弘前 駅 の２つ の 駅の活 性 化と交 通

結節点 の 機能強 化 を図る た め、平 成 ２５年 度 に駅前 広 場周辺 地 域活性 化 基

本構想 検 討委員 会 を設置 し 、利活 用 につい て 基本構 想 を策定 し ており ま  

す 。  

基 本 構 想 では、 Ｊ Ｒ弘前 駅 におい て 、ＪＲ弘前駅からえきどてプロムナード

への動線及び連続性の強化により周辺商業施設へと人の流れをつくりだすアクセス

方策が検討されました。  
現状におけるＪＲ弘前駅とえきどてプロムナード間のアクセス手段として、地下道

の利用があげられますが、地下道を利用せず、車道部を横断する利用者が多くなって

いるため、ＪＲ弘前駅とえきどてプロムナード間のアクセス性を向上させる整備イメ

ージ案としてペデストリアンデッキの架設が考えられました。  

今
後
の
処
理
方
針 

現在、 Ｊ Ｒ弘前 駅 とえき ど てプロ ム ナード の アクセ ス に関し て は、地 下

道にエ レ ベータ ー が設置 さ れてい る ほか、 誘 導案内 に ついて も 強化を 図 っ

ている と ころで あ ります 。  

Ｊ Ｒ 弘 前 駅のペ デ ストリ ア ンデッ キ の架設 に ついて は 、平成 ２ ５年度 よ

り都市 計 画道路 並 びに中 央 弘前駅 前 広場の 街 路整備 を 進めて い るため 、 街

路事業 の 進捗状 況 や予算 状 況を踏 ま えて、 施 設整備 費 、維持 管 理費、 整 備

効果等 を 総合的 に 勘案し 、 また、 国 及び関 係 機関と 連 携して 取 り組む 必 要

がある こ とから 、 慎重に 判 断して ま いりた い と考え て おりま す 。  

 

担当：都市政策課 管理事業係 主幹兼係長 田中知己 内線４４６  
建設政策課 改良係   主幹兼係長 石川竜明 内線４１３  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ９ 市街化調整区域の柔軟な対応について 

要

望

事

項

の

内

容  

弘前市においては、一戸建て住宅緩和区域の見直しが次回は平成３１年を予定して

おります。次回の見直しまで期間はありますが、住宅取得促進に資するため、今後と

も緩和区域の拡充といった柔軟な対応をしていただきますよう要望いたします。  

 

                              建設部 建築指導課  
                          

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

弘前市 は 、無秩 序 な市街 化 を防止 し 計画的 な 市街化 を 図るた め 、都市 計

画区域 を 市街化 区 域と市 街 化調整 区 域に区 別 してお り ます。  

計 画 的 に 市街化 を 促進で き る市街 化 区域に 対 し、市 街 化調整 区 域は、 原

則、市 街 化を抑 制 すべき 区 域であ り 、農家 住 宅や農 業 関連施 設 もしく は 、

公益上 必 要な施 設 以外は 都 市計画 法 で建築 が 制限さ れ ており ま す。  

一 方 、 市 街化調 整 区域に あ る既存 集 落の中 に は、近 年 の人口 減 少・少 子

高齢化 の 進行な ど も影響 し 、集落 の 活性化 や コミュ ニ ティの 維 持が難 し く

なって き ている 状 況から 、 平成１ ２ 年に都 市 計画法 が 改正さ れ ました 。  

誰 で も 「 一戸建 て の住宅 」 を建築 で きるよ う 開発許 可 の要件 を 緩和し た

区域を 指 定し 、子 育て世 代 など集 落 外から の 新たな 定 住を促 す ことに よ り、

集落の 維 持・活 性 化に繋 が るよう に したも の です。  

青 森 県 都 市計画 法 施行条 例 等の運 用 指針に お いて、 指 定でき る 区域と し

ては、 お おむね ５ ０戸以 上 連たん し ている 区 域とし 、 また、 指 定でき な い

区域と し ては、 溢 水、渇 水 による 災 害の発 生 のおそ れ がある 区 域、優 良 な

集団農 地 その他 長 期にわ た り農用 地 として 保 全すべ き 区域及 び 土砂の 流 出

を防備 す るため 保 全すべ き 区域等 と してい ま す。  

 

○ 緩 和 区 域指定 実 績（平 成 ２８年 現 在）  

・ 旧 弘 前 地区    ６ １ 集 落  面 積 Ａ ＝約 １ ，０６ ８ ha 

・ 旧 岩 木 地区    １ ９ 集 落  面 積 Ａ ＝約   ３ ２ ２ ha 

今
後
の
処
理
方
針 

指定区 域 の見直 し につい て は、概 ね ５年毎 に 行われ る 都市計 画 基礎調 査

の結果 を 踏まえ 行 うこと と してお り ますが 、 立地適 正 化計画 に おいて 、 地

域を定 め て居住 を 誘導し て いく施 策 を検討 し ている こ とから 、 この計 画 と

の整合 性 を図り な がら慎 重 に対応 し て参り た いと考 え ており ま す。  

担当：建築指導課 開発指導係 係長 三上 透 内線９６３  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 １０ 都市計画における用途区域に関する柔軟な対応について 

要

望

事

項

の

内

容  

現在、弘前市の都市計画内で、新たな工場や大規模事業所を建設することは非常に

困難であります。  
つきましては、都市計画区域以外の当市の経済活性化に資する新たな工場や大規模

事業所の建設計画については、担当部署の親身な相談対応や、将来の都市計画変更ま

で視野に置きながら事業者側の意見を取り入れていただくなど、柔軟に対応してくだ

さいますよう要望いたします。  

 

                            都市環境部 都市政策課  
                          

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

当市で は これま で 市街化 区 域及び 用 途地域 の 設定に 当 たって 次 の２点 に

留意し て 良好な ま ちづく り を目指 し て取り 組 んでま い りまし た 。  

・ 無 秩 序 な市街 化 の抑制  

・ 住 、 商 、工、 そ れぞれ の 良好な 環 境の形 成 と保全  

弘 前 市 内 でもこ れ までに 北 和徳工 業 団地や 藤 代工業 団 地など 工 業団地 の

造成を 行 ってま い りまし た 。  

ま た 、 城 東第五 地 区や安 原 第二地 区 などの 土 地区画 整 理事業 に おいて 商

業施設 や 事務所 な どが立 地 できる 用 地の確 保 を行っ て まいり ま した。  

都 市 計 画 法の規 定 では、 都 市計画 区 域外に お いて１ ヘ クター ル 未満の 開

発行為 は 許可を 要 しませ ん 。その 場 合でも 道 路や排 水 施設な ど の技術 基 準

に関す る 規制は 適 用され ま すが、 建 築物等 の 用途に 関 する規 制 はござ い ま

せん。  

今
後
の
処
理
方
針 

今後迎 え る人口 減 少社会 や インフ ラ ストラ ク チャー の 維持管 理 などを 考

慮する と 市街地 の 拡大に は 慎重に な らざる を 得ず、 ３ 月に公 表 予定の 立 地

適正化 計 画にお い ては公 共 交通ネ ッ トワー ク と連携 し たコン パ クトな ま ち

を目指 し ていま す 。  

既 存 市 街 地の用 途 地域の 変 更につ い ても、 変 更する 地 域とそ の 周辺の そ

れぞれ の 環境の 悪 化を防 ぐ 必要が あ り、容 易 ではご ざ いませ ん 。  

し か し 、 市内の 商 工業の 需 要を把 握 しなけ れ ば今後 の 都市づ く りに反 映

できな い ことか ら 、相談 に ついて は 随時受 付 いたし ま す。  

担当：都市政策課 計画係 主幹兼係長 中村 洋幸 内線５３６  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 １１ 宅地開発に係る支援について 

要

望

事

項

の

内

容  

空き地の活用方法として、宅地開発が考えられますが、宅地開発を行った際に上下

水道の設置などの補助を要望いたします。勤務地が弘前市にもかかわらず、地価の安

さから市外に土地を購入し居住する方も多く、地価の高さが人口流出にも繋がってお

ります。今後は市内への居住を促進するための何らかの取り組みは必要であり、その

一つとして検討していただきますよう要望いたします。  

 

                            都市環境部 都市政策課  
                            上下水道部 工務課  
                            建設部 建築指導課  
                          

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

民間の 宅 地開発 の 場合は 、 受益者 負 担の原 則 に従い 、 開発行 為 に必要 と

なる上 水 道の管 路 施設及 び 下水道 の 排水施 設 などは 、 弘前市 開 発指導 要 綱

に基づ き 、開発 事 業者が 設 置する こ ととな っ ており ま す。  

今
後
の
処
理
方
針 

現在、当 市では ３ 月中の 公 表に向 け 立地適 正 化計画 の 策定を 進 めてお り 、

地域を 定 めて居 住 を誘導 し ていく 施 策を講 じ てまい り ます。  

居 住 誘 導 区域内 に つきま し ては、公 共投資 の 充実を 進 めてい く ことか ら 、

区域内 の 空き地 等 を民間 事 業によ り 住宅地 と して整 備 してい た だくこ と に

より、 将 来は良 好 な住環 境 の形成 が 図られ 、 人口流 出 の歯止 め につな が っ

ていく も のと考 え ます。  

人 口 流 出 対策と し て、宅 地 開発に お ける上 水 道の管 路 施設な ど のハー ド

ウェア 整 備に関 す る取組 に 限定し て 考えて は おりま せ んが、 要 望のあ り ま

した支 援 のほか に も空き 地 ・空き 家 の流動 化 等さま ざ まな方 策 があり 、 空

き家・ 空 き地バ ン ク制度 に より空 き 家を購 入 する場 合 などに 補 助金を 交 付

してお り ます。 さ らに、 子 育て世 帯 及び移 住 者に対 し まして は 、補助 金 を

上乗せ し 移住・ 定 住を促 す などの 施 策を進 め ていく こ ととし て おりま す 。

 

担当：都市政策課 計画係    主幹兼係長 中村 洋幸 内線５３６  
工務課   計画係    係長    千葉 裕朗 内線７２０  
建築指導課 開発指導係  係長    三上 透  内線４４５  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 １２ 桜大通り周辺の景観について 

要

望

事

項

の

内

容  

現在、桜大通りは、「さくら」と名前が付いているにも関わらず、桜の開花時期が

さくら祭りの期間から外れて咲いている現状がございます。  
つきましては、桜の品種を公園内のものに合わせ、同時期に咲くように統一するな

ど、桜大通りの整備を行っていただきますよう要望いたします。  

 

                              建設部 道路維持課  
                                            

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

現在、 桜 大通り に 植栽さ れ ている 樹 種はヤ エ ザクラ と なって お ります 。

特徴と し て弘前 公 園のソ メ イヨシ ノ に比べ 開 花時期 が 約１週 間 程度遅 い た

め、観光 客に桜 を 長い間 楽 しんで い ただく た めに選 定 された と のこと で す。

特に、 早 咲きと な った場 合 には、 観 光客が 多 く散策 す るなど の メリッ ト

が見受 け られま す 。  

今
後
の
処
理
方
針 

桜大通 り の桜を 弘 前公園 内 と同じ ソ メイヨ シ ノに植 替 えをし た 場合に

は、巨 木 化や根 上 がりに よ る道路 施 設への 影 響や、 ね ぷた祭 り 桟敷席 の 設

置に支 障 を及ぼ す ことな ど が懸念 さ れます 。  

安 全 性 、 観光面 か ら当該 路 線の桜 は 、現状 の 樹種を 継 続する こ とでご 理

解願い ま す。  

担当：道路維持課 課長補佐 花岡 哲 内線４５１  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 １３ 「まちなかぐらし」に向けた整備の促進について 

要

望

事

項

の

内

容  

弘前市においては、限りある資源を集約化しよりコンパクトな街にすることが、快

適で魅力ある市街地の形成において投資対効果が高く重要であることから、「まちな

かぐらし」に向けた整備の促進について下記の要望をいたします。  
①弘前圏域の安全安心、生活の質の向上、経済成長インフラにおける、陸（新青森

駅）・海（日本海）・空（青森空港）の高アクセス化へ国、県との更なる連携と

推進の強化  
②コンパクト化へ向けた集積拠点「まちなかぐらし」（街中への転居、同居、近居、

移住）の誘導と生活サービスの強化（旧大成小学校の跡地の再生を含む）  
③東照宮本殿～最勝院五重塔間の道路と歩道の一体的景観整備（東照宮～百石町～

鍛冶町～五重塔）  
 

 

                            都市環境部 都市政策課  
                                            

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

 

① 当 市 か ら新青 森 駅、日 本 海（七 里 長浜港 ） 、青森 空 港への ア クセス 向

上につ い ては、 こ れまで も 県や関 係 機関へ 要 望活動 を 行って お ります 。

 

② 弘 前 市 は、昭 和 ４６年 の 最初の 市 街化区 域 の決定 か ら平成 ２ ４年の 最

新の変 更 まで市 街 化区域 の 増加率 が 約１． ３ ５倍と 、 これま で も無秩 序

な市街 地 の拡大 を 抑制し て きまし た 。また 大 規模な 宅 地開発 の 際には 、

その地 域 の住民 の 日常生 活 に必要 な 店舗等 の 立地が 可 能とな る 設定し て

きまし た 。  

 

③ 都 市 計 画道路 ３ ・４・ １ １号土 手 町向外 瀬 線は、 下 土手町 の 菊池薬 局

前交差 点 から弘 前 Ｂ＆Ｇ 海 洋セン タ ーグラ ウ ンド脇 を 経由し 、 主要地 方

道弘前 環 状線を 結 ぶ都市 計 画道路 で 、昭和 ３ ８年９ 月 に都市 計 画決定 し

た延長 約 ２８２ ０ ｍ、代 表 幅員は １ ６ｍと な ってい ま す。  

そ の 内 、 弘前Ｂ ＆ Ｇ海洋 セ ンター グ ラウン ド 脇から 主 要地方 道 弘前環 状

線まで の 約１４ ０ ０ｍが 整 備され て います 。  

 

今
後
の
処
理
方
針 

①新青 森 駅及び 青 森空港 ま での二 次 交通の 利 便向上 、 及び物 流 に適し た

七里長 浜 港まで の 幹線道 路 の整備 に 関して は 、これ ま でも県 や 関係機

関へ要 望 活動を 行 ってお り ますの で 、高ア ク セス化 に 向けて 引 き続き

要望を 行 ってま い ります 。  

 

② 市 街 化 区域内 に 居住を 誘 導する 区 域及び 商 業や医 療 などの 都 市機能 を

誘導す る 区域を 定 め、人 口 密度の 維 持を図 る 立地適 正 化計画 の 策定を

進めて お り、３ 月 中に公 表 の予定 で す。そ の 中で、 日 常の買 い 物が便

利にな る よう生 活 の拠点 と なる地 区 を居住 誘 導区域 の 要所に 配 置して

います 。  

居 住 の 誘 導に関 し ては、 空 き地・ 空 き家対 策 との連 携 も含め 対 策を進

めたい と 考えて お ります 。  
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今
後
の
処
理
方
針 

③市で は 、都市 計 画道路 を 定めた 時 期と社 会 情勢が 大 きく変 化 してい る

ことか ら 都市計 画 道路の 見 直しを 検 討して お ります 。  

  都 市 計 画 道 路 の必要 性 を検証 し 、優先 的 に整備 す る路線 を 定めて 計 画

的、効 率 的に道 路 整備を 進 めるこ と として お ります 。  

  都 市 計 画 道 路 ３・４ ・ １１号 土 手町向 外 瀬線（ 東 長町～ 土 手町） に つ

いては 、 周辺道 路 の整備 状 況にあ わ せて検 討 してま い りたい と 考えて

おりま す 。  

担当：都市政策課 交通政策推進室 主幹    若松義人  内線２１４  
   都市政策課 計画係     主幹兼係長 中村洋幸  内線５３６  
   都市政策課 管理事業係   主幹兼係長 田中知巳  内線４４６  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 １４ 弘前市の生活環境の向上や交通安全について 

要

望

事

項

の

内

容  

弘前市の生活環境の向上や交通安全のため、下記について要望いたします。   

①北和徳工業団地付近の通勤路（向外瀬字豊田 六花酒造～弘前航空電子へ抜ける

道路）における歩道の確保。（現在、通勤・通学路の緊急合同点検により対策が

必要となった路線や歩行者の多い路線で計画的に整備を実施しているが、北和徳

工業団地付近の整備については計画に組み込まれていないため）  
②さくらまつり期間の弘前公園周辺の慢性的な渋滞を緩和すべく、下記の検討を要

望いたします。    
（１）シャトルバスの発着所の増設。  
（２）まつり期間中の公園周辺道路へのマイカー進入制限に関する啓発活動。（公

共交通機関の利用を広報等で周知する）  
③排雪トラックが原因で慢性的な渋滞がおきている冬期間の堀越周辺の信号機の

調整や、一方通行、雪置場出口の増設、開場時間の調整といった渋滞緩和策の実

施。  
 

 

                                                都市環境部 都市政策課  
建設部 建設政策課  
建設部 道路維持課  
観光振興部 観光政策課  

 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

① 歩 道 の 整 備 に 関 し て は 、 弘 前 市 通 学 路 交 通 安 全 プ ロ グ ラ ム に 則 り 、 各 小

学 校 区 の 通 学 路 の 合 同 点 検 を 実 施 し た 上 で 、 児 童 ・ 生 徒 の 安 全 性 向 上を

図るた め 、通 学路 や住宅 が 密集し て いる路 線 を優先 的 に整備 し ていま す 。

   

② （ １ ） さ く ら ま つ り 期 間 中 、 市 で は 自 動 車 交 通 の 渋 滞 緩 和 策 と し て 、 堀

越 雪 置 き 場 か ら の シ ャ ト ル バ ス 運 行 の ほ か 、 平 成 ２ ４ 年 度 、 平 成 ２ ５

年 度 は 郊 外 の 臨 時 駐 車 場 を 活 用 し た 社 会 実 験 を 実 施 し 、 平 成 ２ ６ 年 度

に は 両 者 を 統 合 し 、 堀 越 ～ 弘 前 中 央 青 果 ～ さ く ら 野 弘 前 店 ～ 南 瓦 ヶ 町

と シ ャ ト ル バ ス を 運 行 す る 中 心 市 街 地 誘 導 型 パ ー ク ア ン ド ラ イ ド 事 業

を実施 し てまい り ました 。  

（ ２ ） 弘 前 さ く ら ま つ り 期 間 中 の 弘 前 公 園 周 辺 を 含 む 市 内 中 心 部 へ の 車

両 の 流 入 を 減 少 さ せ る た め 、 岩 木 川 河 川 敷 に 無 料 駐 車 場 を 開 設 し て お

り 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 、 速 道 路 料 金 所 、 市 内 店 舗 （ コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト

ア 、 ガ ソ リ ン ス タ ン ド ） な ど で 交 通 案 内 図 を 配 布 し 、 ア ッ プ ル ロ ー ド

や 西 バ イ パ ス を 経 由 さ せ 、 市 内 中 心 部 に 進 入 さ せ る こ と な く 、 無 料 駐

車場に 車 両を誘 導 してお り ます。  

な お 、 交 通案内 図 には駐 車 場情報 を 掲載す る ととも に 、公園 周 辺道

路 の 渋 滞 が 予 想 さ れ る た め 、 Ｊ Ｒ 弘 前 駅 付 近 の 駐 車 場 や Ｊ Ｒ 弘 前 駅 前

発のバ ス・弘 南鉄 道大鰐 線 の利用 を 働き掛 け る記載 も 行って お ります 。

し か し 、 こ れ ら の 対 応 に つ い て は 、 過 去 何 年 に も 渡 り 、 繰 り 返 し 実

施 し て き た 内 容 で あ り 、 現 状 の 公 共 交 通 機 関 の 移 送 能 力 や 道 路 事 情 、

可 能 な 限 り 近 場 に 停 め た い と い う 来 園 者 の ニ ー ズ 等 を 考 慮 す れ ば 、 こ

れ以上 の 著しい 交 通渋滞 の 緩和は 難 しい。  

ま た 、 交 通案内 図 には駐 車 場情報 を 掲載す る ととも に 、公園 周 辺道
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路の渋 滞 が予想 さ れるた め 、ＪＲ 弘 前駅付 近 の駐車 場 やＪＲ 弘 前駅前

発のバ ス・弘 南鉄 道大鰐 線 の利用 を 働き掛 け る記載 も 行って お ります 。

こ の 交 通 案 内 図 に つ い て は 、 当 市 の 観 光 情 報 を 一 元 的 に 掲 載 し て い

る 観 光 コ ン ベ ン シ ョ ン 協 会 の ホ ー ム ペ ー ジ に も 掲 載 し 、 事 前 の 周 知 に

努めて お ります 。  

③ 冬 期 間 の 排 雪 ト ラ ッ ク に よ る 堀 越 周 辺 の 交 通 渋 滞 に つ い て は 、 国 、 県 と

除 排 雪 作 業 の 連 携 を 図 る と 共 に 、 パ ト ロ ー ル の 強 化 や 交 通 誘 導 員 、 作 業

機械等 の 増強に よ り交通 渋 滞の緩 和 に努め て おりま す 。  

今
後
の
処
理
方
針 

①要望 路 線につ い ては、 通 学路に 指 定され て いない こ とから 、 現在の 弘 前

市通学 路 交通安 全 プログ ラ ムで優 先 的に歩 道 整備を 進 めてい る 整備計 画

には含 ま れてお り ません 。 また、 歩 行者の 通 行量も そ れほど 多 くなく 、

歩道設 置 の必要 性 は低い も のと考 え ており ま す。清野 袋・岩賀 地区で は 、

現在、 通 学路で あ る、清 野 袋岩賀 線 の歩道 整 備を進 め ている と ころで あ

ります の で、ま ず は、当 該 路線の 整 備を進 め てまい り たいと 考 えてお り

ます。  

 

② （ １ ） 現在の 道 路の状 況 では、 公 園周辺 部 への大 型 バスの 進 入を増 や す

ことは 更 なる渋 滞 の発生 を 招く恐 れ があり ま す。ま た 自動車 交 通の渋

滞緩和 だ けでな く 、弘前 公 園来場 者 を中心 市 街地の 街 歩きに 誘 導し、

中心商 店 街の賑 わ いの創 出 にもつ な げたい と 考えて お ります が 、中心

部であ る 土手町 周 辺でバ ス の乗降 、 転回に 支 障のな い 場所が 限 られて

いるこ と から増 設 は難し い ものと 考 えてお り ます。  

（ ２ ） 公 園周辺 の 慢性的 な 渋滞を 解 消する た め、引 き 続き、 駐 車場情 報

も掲載 し た交通 案 内図の 配 布や、 誘 導看板 の 設置な ど により 市 内中心

部に進 入 させる こ となく 無 料駐車 場 に車両 を 誘導す る ととも に 、ＪＲ

弘前駅 発 着のシ ャ トルバ ス 及び弘 南 鉄道大 鰐 線等の 公 共交通 機 関の利

用の働 き 掛けも 行 ってま い ります 。  

し か し 、 これ以 上 のマイ カ ー進入 制 限の実 行 につい て は、抜 本 的に

公共交 通 機関の 増 発・増 便 や公園 周 辺の車 両 通行止 め の規制 を 行う必

要があ り 、交通 事 業者、 警 察、国 や 県の道 路 管理者 と 協議、 調 整を図

る必要 が ありま す 。  

   今 後 も 、 必 要に応 じ てまつ り 主催者 や 弘前さ く らまつ り 交通対 策 員

会にお い て検討 を 図って 参 るとと も に、Ｊ Ｒ 弘前駅 発 着のシ ャ トルバ

ス及び 弘 南鉄道 大 鰐線等 の 公共交 通 機関の 利 用の働 き 掛けも 行 ってま

いりま す 。  

 

③ 周 辺 道 路の交 通 状況に 応 じた、 雪 置き場 の 交通誘 導 員、作 業 機械の 増 強

や開場 時 間の延 長 など、 適 時適切 な 渋滞対 策 に努め て まいり ま す。  

ま た 、 新 規雪置 き 場の整 備 につい て も検討 を 進めて ま いりま す 。  

担当：都市政策課 計画係     主幹兼係長 中村 洋幸 内線５３６  
   都市政策課 交通政策推進室 主幹    羽賀 克順 内線３５８  
   建設政策課 改良係     主幹兼係長 石川 竜明 内線４１３  

観光政策課 誘客推進係   主幹兼係長 大和田 淳 内線２５０  
   道路維持課         課長補佐  花岡 哲  内線４５１  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 １５ 地域内公共交通ネットワークの再構築について 

要

望

事

項

の

内

容  

国においては、平成２５年に地域交通に関する施策を総合的に推進するための「交

通政策基本法」を制定し、同法に基づく「交通政策基本計画」が平成２７年２月に閣

議決定がなされました。  
つきましては、それらを基本とし、中心市街地を基軸とした弘前圏域における公共

交通の再生と確保、バス停等の番号管理、交通ネットワークハブ化の再構築や弘南鉄

道大鰐線をも含めた弘前地域内の公共交通ネットワークをまちづくりと一体で再構

築するための検討、グランドデザイン作りを弘前市が中心となって進めていただきま

すよう要望いたします。  

 

                                                都市環境部 都市政策課  
 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

 

・ 平 成 25年 12月  交 通 政 策 基本法 施 行  

・ 平 成 26年 11月  地 域 公 共 交通の 活 性化及 び 再生の 一 部を改 正 する法 律

の施行  

・ 平 成 27年 2月   交 通 政 策 基本計 画 閣議決 定  

・ 平 成 28年 5月  弘 前 市 地 域公共 交 通網形 成 計画の 策 定  

 

 こ れ に よ り、 本 格的な 人 口減少 社 会にお け る地域 社 会の活 力 の維持 ・

向上を 目 標とし て 、地方 公 共団体 が 中心と な り、コ ン パクト な まちづ く

りと一 体 となっ た 面的な 公 共交通 ネ ットワ ー クの再 構 築を図 っ ていく 必

要があ る ことか ら 、国に お いて様 々 な支援 を 行うこ と として い る。  

今
後
の
処
理
方
針 

コンパ ク トな都 市 構造の 維 持・形 成 を目的 に 策定し て いる立 地 適正化 計

画と連 動 して 、昨 年 5月 に 策 定し た 弘前市 地 域公共 交 通網形 成 計画に お いて

は、ま ち を育み 、 暮らし と 共にあ り 続ける 公 共交通 網 の形成 を 基本方 針 と

し、都市 の施設 や 機能の 配 置 ･構 成 を 踏ま え た公共 交 通網の 再 編など の 施策

を講じ て いくこ と として お ります 。  

現 在 、 鉄 道と路 線 バス等 が 一体的 、 総合的 か つ持続 的 に機能 す る公共 交

通網を 形 成する た め、弘 前 市地域 公 共交通 再 編実施 計 画の策 定 を行っ て お

ります 。  

ま た 、 当 市と周 辺 市町村 を 結ぶ公 共 交通ネ ッ トワー ク に関し て は、県 が

中心と な り関係 市 町村を 交 え検討 を 行って い ること か ら、今 後 も県や 周 辺

市町村 と 連携し な がら、 ま ちづく り と一体 と なった 公 共交通 ネ ットワ ー ク

の再構 築 に取り 組 んでま い ります 。  

担当：都市政策課 交通政策推進室 主幹 羽賀克順 内線３５８  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 １６ 
弘前城北公園交通広場の更なる整備充実と広報活動強化による

利用率の向上について 

要

望

事

項

の

内

容  

弘前城北公園交通広場は、交通に関する知識・道徳を楽しみながら学ぶことができ

るなど、子どもたちの人気も非常に高い施設でございます。  
つきましては、同公園の更なる整備の充実と、利用に関するＰＲの強化に努め、利

用率の向上を図っていただきますよう要望いたします。  

 

                                                都市環境部 都市政策課  
 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

 

 弘 前 市 城 北公 園 交通広 場 は、国 際 児童年 及 び弘前 市 制 90周 年 記 念 事 業 の

一環と し て、子 ど もたち が 交通遊 具 を利用 し 、遊び な がら交 通 ルール と 交

通道徳 を 体得す る ことを 目 的に昭 和 54年 7月 に 設 置 さ れてお り ます。  

 平 成 21年 度 か ら 指定管 理 されて お ります 。  

 

【 設 備 の 概要】  

 ・ Ｄ 51型 蒸 気 機 関車  1両    ・ ミ ニ SL機 関 車 1/10 2両  

 ・ ミ ニ 新 幹線  2両       ・ ミ ニ SL客 車  4両  

 ・ バ ッ テ リー 式 ゴーカ ー ト  21台  

 ・ 信 号 機 、踏 切 警報機 、 踏切遮 断 機  各 2基  

 ・ 管 理 棟 及び 研 修棟  各 1棟  

 ・ シ ン ボ ルタ ワ ー  1基     ・ 日 よ け テント  5張  

 

今
後
の
処
理
方
針 

 

 弘 前 市 城 北公 園 交通広 場 は、昭和 54年 7月 の 開 園 以 来 、小学校 就学前 の 保

育園や 幼 稚園の 園 児に対 し て交通 安 全教育 を 行う施 設 として 、 多くの 子 ど

もたち に 利用さ れ ており ま す。  

 ま た 、 土 ・日 ・ 祝日及 び 小学校 の 夏休み 期 間中に は 、指定 管 理者の 自 主

事業と し て実施 し ている 「 こども 免 許証」 の 発行も あ り、親 子 で交通 ル ー

ルを学 ぶ ことが で きるこ と から、 た くさん の 親子連 れ の方々 に 利用さ れ て

おりま す 。  

 こ の ほ か 、高 齢 者の自 転 車マナ ー アップ 大 会も開 催 し、自 転 車の運 転 技

術向上 や 利用マ ナ ー向上 が 図られ て おり、 子 どもか ら お年寄 り まで、 幅 広

い利用 機 会の創 出 に努め て おりま す 。  

 し か し な がら 、 交通広 場 内の施 設 は全体 的 に老朽 化 が進ん で いるこ と か

ら、引 き 続き指 定 管理者 と 連携し 、 安心し て 利用で き るよう 計 画的に 整 備

を行っ て まいり た いと考 え ており ま す。  

 広 報 に 関 して は 、市の ホ ームペ ー ジや広 報 ひろさ き 、アッ プ ルウェ ー ブ

などを 活 用して 各 種事業 の 周知を 図 るなど 、 交通広 場 の知名 度 向上に 努 め

利用率 向 上に向 け て取り 組 んでま い ります 。  

担当：都市政策課 交通政策推進室 主幹 若松義人  内線２１４  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 １７ カラス・害虫被害対策について 

要

望

事

項

の

内

容  

市民生活の快適性を脅かし、また観光都市としての名声を汚すことのないよう、カ

ラス・害虫対策として下記について要望いたします。  
①カラス被害の防止とそのふん害による清掃対策・駆除対策の更なる強化徹底や害

虫発生情報の発信強化。  
②多くの観光客が公園を訪れる際に通る東側外濠歩道（裁判所から文化センターま

での濠の歩道）の通年の清掃。  

 

                                                都市環境部 環境管理課  
                            建設部 道路維持課  
 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

【カラス対策】 

①被害防止、ふん害による清掃対策及び駆除対策 

 ごみ集積所でのカラスによる生ごみ食い荒らし対策として、平成１２年度から防鳥

ネットを町会等へ貸し出ししております。それに加え、平成２５年度からは、ごみ集

積ボックスを新たに設置する町会等に対し、設置に要する費用の一部を補助しており

ます。 

 他にも、平成２２年度からカラスの停留防止対策として、高層建物管理者等にテグ

スの設置依頼や無償配布をし、また、設置方法に関する情報も提供しております。

 その他、平成２３年度から自宅や事業所付近のカラスの追い払いに役立ててもらう

ため、高輝度ＬＥＤライトの貸し出しを行っております。 

 また、カラスのふん害に対し、自主的に清掃を行う方に対し、清掃用のデッキブラ

シの提供を行っております（歩道の清掃に対しては、下記「②清掃対策」へ）。 

 それ以外にも、カラスの個体数調整のため、平成２４年度から箱わなによる捕獲及

び駆除を実施しております。当初２基体制でしたが、平成２５年度に１基、平成２６

年度には３基を増設し、現在６基体制で実施しております。また、それ以前より、農

村地域では、鳥獣害被害対策として、銃器による駆除を実施し、箱わなと銃器を合わ

せて、年間約１，７００羽程度を駆除しております。 

 この約１，７００羽という数は、毎年３回行っている個体数調査の結果、弘前市の

主なねぐらに停留するカラスが約５，０００羽であることから、その３分の１程度を

目標として設定したもので、市としても、生態系のバランスを損なわないように配慮

しております。 

 また、カラス対策には市町村の枠組みを超えた協力が必要であることから、カラス

対策について定住自立圏協定を結んでいる黒石市と連携して、毎年同時期に個体数調

査等を実施しております。 

併せて、近隣市町村である平川市・板柳町・藤崎町・大鰐町・田舎館村・西目屋村

とも情報を共有しております。 

②清掃対策 

 弘 前 公 園 周辺 の 歩道に つ いては 、 さくら 祭 りやね ぷ た祭り 前 に清掃 を 行

ってい る ほか、 そ れ以外 の 時期に お いても 汚 れがひ ど い箇所 の 清掃を 適 宜

実施し て おりま す 。  
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【害虫対策】 

不快害虫である「アメリカシロヒトリ」の大量発生により、樹木が食害されるなど、

景観への影響が懸念されており、市では町会連合会の「防除用薬剤購入費補助事業」

に対する補助や、町会を対象とした「動力式薬剤噴霧機の無償貸出」を実施しており

ます。 

また、エリア担当職員を通じて、各町会へ「アメリカシロヒトリ」の発生情報を提

供しているほか、国や県などの関係機関に対しては、早期対応の協力依頼をするなど、

被害の拡散防止に努めております。 

 

今
後
の
処
理
方
針 

【カラス対策】 

 現在実施している、ごみ集積所におけるカラスの食い荒らしや停留の防止、追い払

い等についての補助事業や、個体数調整のための駆除事業、また、周辺市町村との情

報共有をはじめとした協働により、今後も人とカラスの共存できる弘前市をめざして

まいります。 

ま た 、 弘 前公園 周 辺の歩 道 に特化 し た通年 清 掃につ い ては、 管 理面で の

対応が 困 難であ り ますが 、 当市を 訪 れる観 光 客の皆 様 にも十 分 配慮し な が

ら、今 後 も歩道 の 清掃を 適 宜実施 し てまい り ます。  

 

【害虫対策】 

薬剤購入費の補助及び動力式噴霧機の無償貸出については、継続して実施いたしま

す。 

また、「アメリカシロヒトリ」対策は、発生初期での駆除が効果的であることから、

発生時期を予測するため、気象条件（気温、降水量など）との因果関係について、デ

ータ収集及び検証を行っているところであります。そのほか、現在、市ホームページ

で発生状況を公表できるよう準備を進めております。 

 

担当：カラス対策  環境管理課 環境保全係 主査       田中  孝二 内線２１５  
         道路維持課       課長補佐   花岡  哲  内線４５１  
   害虫対策  環境管理課 環境保全係 主査       中川  直也 内線２１５  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 １８ ごみのリサイクル率アップのための更なる取り組みについて 

要

望

事

項

の

内

容  

弘前市は、１人１日あたりのごみの排出量が全国平均を大きく上回っており、また、

リサイクル率に関しても全国的にみて低い状況にあります。特に、事業系のごみは、

大量生産、大量廃棄により年々増加傾向にありリサイクル率の向上を阻害している現

状にあり、加えて、有料での回収に伴い、分別意識の低下が見られ、資源として活用

可能なごみが分別されず燃やせるごみ等に大量に混入している現状が見られます。

つきましては、事業系・家庭系のごみ問わず、有料でのごみ回収ではなく業者が有

償で、分別されたごみの買い取りを行うことにより、分別意識の向上を図り、ごみの

資源活用を積極的に行えるよう「循環のまち弘前」の早期実現を要望いたします。

 

                                                都市環境部 環境管理課  
                            

市の処理方針 
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当市の 事 業系一 般 廃棄物 の 排出量 は 、平成 ２ ６年度 の 実績で 全 国平均 の

１．８ ５ 倍と非 常 に多く 、 当市の 1人 1日 当 た り の 排 出量が 県 内下位 に 低迷

してい る 大きな 原 因の一 つ となっ て います 。  

こ の よ う な状況 を 受けて 、 平成２ ７ 年度、 ご み処理 施 設に持 ち 込まれ る

事業系 可 燃ごみ の 展開検 査 を試験 的 に実施 し たとこ ろ 、可燃 ご みの中 に リ

サイク ル 可能な 段 ボール や 雑がみ な どの古 紙 類、カ ン ・ビン ・ ペット ボ ト

ルなど の 容器包 装 、廃プ ラ スチッ ク や金属 製 品など の 産業廃 棄 物が相 当 量

混入し て いる実 態 を把握 し ました 。  

そ こ で 、 事業系 ご みの減 量 化、資 源 化、適 正 排出を 推 進する た め、平 成

２８年 ４ 月から は 、ごみ 処 理施設 へ の搬入 手 数料の 値 上げを 実 施する と と

もに、 リ サイク ル 可能な 古 紙類の 受 入れ制 限 を開始 し 、併せ て 事業系 可 燃

ごみの 展 開検査 を 経常的 に 実施し 、適正排 出 の指導 啓 発を強 化 してい ま す。

また、 専 任職員 に よる個 別 の事業 所 訪問を 実 施し、 事 業系ご み の排出 状

況の確 認 及び適 正 処分の 指 導啓発 を 行って い ます。  

こ の よ う な取り 組 みによ り 、事業 系 ごみに つ いては 、 平成２ ６ 年度に 比

べ、平 成 ２７、 ２ ８年度 と 大幅な 減 量とな っ ていま す 。  

今
後
の
処
理
方
針 

市では 、 古紙類 の 無料回 収 ネット ワ ークで あ る「オ フ ィス町 内 会」へ の

加入促 進 や適正 に 分別さ れ た容器 包 装をご み 処理施 設 におい て 無料で 受 付

するな ど 、事業 系 ごみの リ サイク ル 促進に 向 けた取 り 組みを 行 ってお り 、

また、 品 目によ っ ては廃 棄 物では な く有価 物 として 逆 有償と な る場合 も あ

り、引 き 続きこ れ らの情 報 発信を 積 極的に 行 ってい き たいと 思 います 。  

併 せ て 、個別の 事 業所訪 問 も引き 続 き実施 す ること と し、訪 問 の際に「 事

業系ご み 処理マ ニ ュアル 」 を配布 し たり、 事 業者向 け の出前 講 座や説 明 会

を実施 す ること で 、排出 事 業者の ご み減量 化 、資源 化 、適正 処 分への 意 識

啓発の 強 化を図 っ ていき た いと考 え ていま す 。  

担当：環境管理課 資源循環係 係長 福士太郎 内線４５０  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 １９ 再生可能エネルギーに関する補助金の制定について 

要

望

事

項

の

内

容  

国においては平成２４年から２５年にかけて、太陽光発電システム等を設置した住

宅に対しての補助金制度がございました。また、現在五所川原市と平川市においては

太陽光発電システムを設置した住宅等に対し独自の補助金制度を実施しております。

つきましては、現在弘前市では、再生可能エネルギー発電設備について固定資産税

の課税標準を軽減する制度を実施しておりますが、五所川原市や平川市で実施してい

る補助金制度の創設をしていただきますよう要望いたします。  

 

都市環境部 スマートシティ推進室  
                            

市の処理方針 
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市でも 、 平成２ ４ 年から ２ ５年に か け、太 陽 光発電 シ ステム 等 を設置 し

た住宅 に 対して の 補助金 制 度を実 施 し、２ ６ 年度か ら は廃止 と しまし た 。

これは 、 太陽光 発 電設備 の 精度が 年 々向上 し ながら も 、価格 相 場は下 が

ってき て おり、 助 成制度 に 頼らな く ても経 済 的メリ ッ トが出 て きたこ と か

ら、国 で は平成 ２ ５年度 を もって 補 助制度 を 廃止し て おり、 市 として も 公

的な支 援 が無く て も普及 し ていく 段 階に達 し た（※）と判断 し たため で す。

（※平 成 ２４年 度 から２ ５ 年度に か けて、 １ ｋｗあ た りの設 置 費用が ８ 万

円下落 し た。）  

 

今
後
の
処
理
方
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太陽光 発 電につ い ては、 固 定価格 買 取制度 等 の施策 に より、 全 国的に 急

速な導 入 拡大が 進 み、年 々 設置費 用 の低減 が 図られ て おり、 補 助事業 に 依

らない 自 立的普 及 段階に 入 ってい る ものと 捉 えてお り ます。  

担当：スマートシティ推進室 室長補佐 菅野 洋 内線９３０  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ２０ 農商工連携と６次産業化に対する支援について 

要

望

事

項

の

内

容  

地元農産物による新商品開発など農商工連携による農産物の高付加価値化と６次

産業化への支援について、下記について要望いたします。  
①地元特産品を積極的に活用するための一次加工体制の仕組みづくり。  
②農商工連携事業や６次産業化による新商品開発・販路開拓への支援。  

 

農林部 農業政策課  
商工振興部 産業育成課  

                            

市の処理方針 
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23.2 「６次産業化のための囲炉裏端座談会」を開催し、地域で６次産業化に取り 
組んでいるリーダーや行政関係者による取組みの現状、課題、今後の展開方法

等について意見交換を実施。 

 

23.3 「６次産業化事業の推進に係る打合せ」を開催し、関係事業者及び関係機関・
市町村による、６次産業化関連事業の概要と同事業計画の内容等について打 

合せを実施。 

 

23.4～ 農商工連携、６次産業化を通じた食産業振興を事業化。外部専門家による相
談・コーディネート事業やセミナーの開催、新商品開発助成、展示商談会への

出展など、開発・生産・販売、人材育成など多岐にわたる施策を展開。 

 
23.6～ 27.2 

市内の事業者が申請した、６次産業化に取り組むための「総合化計画」１５

件が国から認定を受ける（東北最多） 。 

 
27.5  「食産業」「アパレル産業」「精密・医療産業」を地域産業の重点３分野とし

て、その育成を強化することとした「弘前市産業振興基本方針」を策定。 

 

※ 食産業振興事業（H22～25年度）商品化実績 ６３品目 
  地元農産物加工支援事業（H26～27年度）商品化実績 １３品目 
 

平成28年度事業内容 
１）食産業アドバイザー派遣事業 

２）展示商談会「こだわり食品フェア２０１７（東京）」出展 

「旭食品フーデム２０１７（神戸）」出展 

「カナカン２０１７春季総合企画展示会（金沢）」出展 

３）食産業促進勉強会の開催 

４）地元農産物加工支援事業 
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農商工連携や６次産業化の取組みを通じて、農産物の高付加価値化と収益拡大を図

ることは、競争力の高い地域産業を形成する上で重要な視点であると認識しており、

これまで部局の垣根を越えて各種事業を進めてきたところです。 

 

① 平成２７年５月に策定した「弘前市産業振興基本方針」の中で、『食産業の基盤

となる加工場の整備』を強化方針の一つとして掲げており、その方針に基づき地場

産品加工による付加価値を生み出す食産業の育成に取り組んでおります。 

一次加工体制の仕組みづくりに関しては、産業育成課が所管する（１）「重点３

分野強化コーディネーター」による助言・指導、（２）「工場等立地奨励制度」の

活用のほか、外部資金獲得の支援などによりサポートしてまいります。  
② 地元農産物加工支援事業費補助金により、付加価値の高い商品づくりを進めるた

め、生産者や食品事業者の商品開発及び販路開拓の支援を行います。 

 また、外食、スーパー等各業界のバイヤーが多数来場する東京、高知市で開催さ

れる展示商談会に出展し、地元農産物加工品の首都圏および西日本への販路拡大を

支援いたします。 

 

 

担当：農業政策課 農産係    係長 成田 政嗣  内線５８５  
   産業育成課 産業育成担当 主事 猪股 豪   内線９６０  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ２１ りんご産業の推進について 

要

望

事

項

の

内

容  

日本一の生産量を誇る弘前市のりんご産業の推進として下記について要望いたし

ます。  
①農業者の兼業化・高齢化による後継者不足への対策強化。  
②放任園地の有効活用と取得支援。  
③機材等の貸与制度等各種支援制度の拡充。  
④りんごの消費拡大、販売強化に向けてのトップセールス強化。  
⑤輸出推進などの対策強化。  
⑥「アップルパイのまち  弘前」が全国に広く周知されるまでの強力で長期に渡る
宣伝事業の実施。  

⑦アップルパイの更なる高品質化のための研究への支援強化。  
⑧農薬散布農家に対しての散布技術の教育、隣接地・他作物に対する飛散防止の

啓発や農薬散布設備整備の支援強化。  
⑨農薬散布農家から散布時期、時間、使用薬剤等の報告を取りまとめ隣接農家や住

民に周知するという仕組みづくり。  

 

                                                農林部 りんご課  
農林部 農業政策課  
農業委員会事務局  
観光振興部 観光政策課  

 

市の処理方針 
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①農業 者 の兼業 化 ・高齢 化 による 後 継者不 足 への対 策 強化に つ いて  
農業後 継 者等の 育 成や確 保 につい て は、農 業 者自身 に おかれ ま しても

対策等 は 講じて い ること か と存じ ま すが、 市 では最 も 重要な 課 題であ る

と考え て おりま す 。支援 策 として 、 後継者 に 対して は 、りん ご 生産に 関

する技 術 や農業 経 営に関 す る知識 を 習得さ せ ること に より、 地 域リー ダ

ーを育 成 すると と もに、 り んご生 産 技術等 の 継承を 図 ること を 目的と し

た後継 者 育成事 業 （りん ご 産業基 幹 青年養 成 事業、 り んご剪 定 士養成 事

業、り ん ご病害 虫 マスタ ー 養成事 業 ）を行 っ ており ま す。ま た 、農作 業

員の確 保 につい て は、り ん ご農家 が 新規に 農 作業員 を 雇用す る 場合、 研

修に要 す る期間 の 賃金に 対 する支 援 （農作 業 支援雇 用 対策事 業 ）を行 っ

ており ま す。  

さ ら に 、 平成２ ７ 年度か ら は、大 学 生や社 会 人に職 業 として の 農業の

体験機 会 を提供 し 、担い 手 の育成 ・ 確保を 図 る取組 と して、 「 ひろさ き

農業イ ン ターン シ ップ事 業 」を実 施 してお り ます。  

  こ の ほ か 、 国 で は 青 年 の 就 農 意 欲 の 喚 起 と 就 農 後 の 定 着 を 図 る た め 、

平 成 ２ ４ 年 度 か ら 「 新 規 就 農 ・ 経 営 継 承 総 合 支 援 事 業 」 を 実 施 し 、 就 農

前 の 研 修 段 階 の 青 年 就 農 予 定 者 や 経 営 の 不 安 定 な 就 農 初 期 段 階 の 青 年 就

農 者 に 対 し 「 青 年 就 農 給 付 金 」 を 給 付 し て お り 、 市 と し て も 、 こ れ ら の

制 度 を 積 極 的 に 活 用 し な が ら 、 将 来 の 農 業 を 担 う 青 年 就 農 者 の 育 成 ・ 確

保に努 め ている と ころで あ ります 。  
 
②放任園地の有効活用と取得支援について 

農 地 法 で は農地 の 権利を 有 する者 の 責務と し て、効 率 的な利 用 を確保
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するよ う 定めら れ ており ま す。  

遊 休 農 地 となっ た 放任園 地 は、農 業 委員会 で は農地 の 権利を 有 する者

に対し 、 利用意 向 調査を 行 い、自 ら 耕作で き ない場 合 には農 地 の維持 管

理の指 導 やあっ せ ん等を 行 うほか 、 所有者 の 依頼に よ り農地 の 売買・ 貸

借情報 の 提供・ 公 開を積 極 的に行 い 、その 解 消に努 め ており ま す。  

ま た 、 公 益社団 法 人あお も り農林 業 支援セ ン ターが 、 県から 農 地中間

管理機 構 の指定 を 受け、平 成２６ 年 度から 、農地の 集 積や集 約 化を図 り、

生産性 を 向上さ せ るため 、 機構が 農 地を借 り 受けて 、 意欲あ る 農業者 へ

貸し付 け る農地 中 間管理 事 業を実 施 してお り ます。  

市 で は 、 機構と 農 地中間 管 理事業 業 務委託 契 約を締 結 し、農 地 の貸付

希望者 や 借受希 望 者から の 申込受 付 等を行 っ ており ま す。  

 
③機材等の貸与制度等各種支援制度の拡充について  
  農業者が経営規模の拡大や経営の多角化を図っていくためには、農業用機械の整

備等が必要となっております。  
  このため、国では、人・農地プランに中心経営体として位置づけられた農業者が、

融資等により農業用機械等を導入する場合、融資等の残額（自己負担部分）につい

て事業費の３割以内の額で補助する「経営体育成支援事業」を行っており、市とし

ても、この制度を積極的に活用しながら、意欲的な農業者が行う農業用機械等の導

入を支援しているところであります。  
そのほか、りんごの安定生産、省力化、低コスト化に向けた取り組みを支援し、

生産力の強化を図ることを目的とし、「りんご園等改植事業」・「りんご防除機械

等導入事業」・「果樹共済加入促進対策事業」など、多様な事業を実施し、農業者

への支援を行っております。  
 
④りんごの消費拡大、販売強化に向けてのトップセールス強化について  
  りんごの消費拡大のため、平成２３年度から東京・大阪をはじめとした消費地で

「弘前産りんごＰＲキャラバン」を開催しております。平成２３年度全国９エリア

から２８年度までに１２エリアに拡大、併せて全エリアにおいて「弘前アップルウ

ィーク」を実施しております。  
 
⑤輸出推進などの対策強化について  
  原発事故の影響による各国のりんご輸入規制の解除や輸出環境の正常化を、

県を通じ国に働きかけてきました。 

また、果物交流を図っている台湾台南市でのりんごキャンペーンの継続実施、

関係機関（県・青森県農林水産物輸出促進協議会など）と連携しながらの新た

な市場調査、輸出セミナーの開催や支援事業による輸出促進に向けた取組みを

行っています。 

 
⑥「アップルパイのまち  弘前」が全国に広く周知されるまでの強力で長期に渡る宣
伝事業の実施について  

  平成２４年度から官民一体となって「りんご王国推進会議（平成２５年度ま

ではまちなかりんごだらけ実行委員会）」を組織し、弘前が誇る「りんご」やア

ップルパイを含む加工品等を様々なイベントや旅行雑誌等を通してＰＲしてお

ります。 

また、首都圏等でのイベントやエージェント訪問では、アップルパイガイド

マップを積極的に配布するなど、あらゆる機会を捉えて宣伝活動を行っており

ます。 
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⑦アップルパイの更なる高品質化のための研究への支援強化について 

  ６次産業化による農業所得向上のため、付加価値の高い商品づくりを進める

ための商品開発や催事出店への支援を積極的に行っております。 

 
⑧農薬散布農家に対しての散布技術の教育、隣接地・他作物に対する飛散防止の啓発

や農薬散布設備整備の支援強化について  
農薬散布については、これまでも青森県をはじめ、各関係団体において、指導及

び注意喚起を行ってきたところです。  
また、個別の相談案件についても、関係各課の協力を得て対応しているところで

す。  
なお、③で紹介している「りんご防除機械等導入事業」のスピードスプレヤーに

ついては、農薬飛散を低減するドリフト低減ノズル付きであることを条件としてい

ます。  
 
⑨農薬散布農家から散布時期、時間、市用薬剤等の報告を取りまとめ隣接農家や住民

に周知するという仕組みづくりについて  
  農薬散布時期については、「青森県りんご病害虫防除暦」を基準として作業して

おります。この中で散布時期や使用薬剤等について明記されております。  
  散布にあたり、事前に周辺住民に対し、農薬使用の目的、散布日時、使用農薬の

種類及び農薬使用者等の連絡先と十分な時間的余裕をもって幅広く周知すること

としています。他に迷惑を掛けないよう心がけることが大切です。  

今

後

の

処

理

方

針 

①農業 者 の兼業 化 ・高齢 化 による 後 継者不 足 への対 策 強化に つ いて  
引き続 き 国の事 業 を活用 し ながら 、 就農に 係 る負担 軽 減及び 就 農後の

定着が 図 られる よ う給付 事 業等の 支 援策を 講 じ、り ん ご農家 の 育成・ 確

保に努 め てまい り ます。  

 
②放任園地の有効活用と取得支援について  

引 き 続 き 農 地 中 間 管 理 事 業 に よ る 担 い 手 へ の 農 地 集 積 を 進 め る ほ か 、

遊 休 農 地 の 所 有 者 以 外 に も 営 農 意 向 調 査 を 実 施 し 、 離 農 意 向 の 農 家 に 対

し 、 遊 休 化 す る 前 に 農 地 の あ っ せ ん 等 を 行 う な ど 、 農 地 の 活 用 促 進 を 図

ってま い ります 。  

同 時 に 、 引 き 続 い て 農 地 中 間 管 理 事 業 の 周 知 を 図 り 、 農 地 の 貸 付 希 望

者 や 借 受 希 望 者 の 掘 り 起 し を 行 い 、 放 任 園 地 の 有 効 活 用 が 促 さ れ る よ う

努めて ま いりま す 。  

 

③機材等の貸与制度等各種支援制度の拡充について  
  引き続き、国の「経営体育成支援事業」を活用しながら、農業用機械等の導入に

係る農業者の負担軽減を図るよう支援してまいります。  
また、農業者の要望を伺いながら、広くご利用いただけるような支援制度づくり

を心掛け、事業実施に努めてまいります。  
 
④りんごの消費拡大、販売強化に向けてのトップセールス強化について  
  りんごの消費拡大を目的とした「弘前産りんごＰＲキャラバン」を、継続で実施

していることから、市場・青果会社等との関係強化が図られ、弘前産りんごに特化

した売場による「弘前アップルウィーク」の店舗数・取扱数量は増加傾向にありま

す。  
今後も、これまでの取組みをベースとしながら、市場や店頭でのトップセールス、

新聞・ＴＶ等のメディア活用、自治体や企業等への表敬訪問など、各エリアの特性

に合わせた活動を展開しりんごの消費喚起を図るほか、開催エリアの見直し・拡大

を検討し販路の開拓・拡大に努めます。 
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今
後
の
処
理
方
針 

⑤輸出推進などの対策強化について  
輸出の 推 進につ い ては、 青 森りん ご の評価 が 高い台 湾 台南市 と の果物

交流を 継 続して き たこと に より、 台 南市を 足 掛かり に 、新北 市 ・台中 市

・高雄 市 など８ 都 市への 拡 大に繫 が りまし た 。  

今 後 も 、 交流事 業 を継続 し 新たな 販 路拡大 を 図って ま いりま す 。  

ま た 、 輸 出候補 国 での市 場 調査や 商 談に対 す る支援 に 加え、 新 たに輸

出先の 開 拓や販 売 促進に 係 る支援 策 を増強 し て、り ん ごの輸 出 促進を 図

ってま い ります 。  

 
⑥「アップルパイのまち  弘前」が全国に広く周知されるまでの強力で長期に渡る宣
伝事業の実施について  
「りんご王国弘前」をコンセプトに、全国各地で開催されるイベント等でアップ

ルパイの販売やＰＲを積極的に行い、雑誌やりんご王国ウェブサイトなどの広告媒

体を活用するなど、効果的なＰＲに努めてまいります。  
また、北海道新幹線やアフターＤＣ（平成２９年７月～９月）などの効果を最大

限活用できるよう、ＰＲ方法の更なる検討や、旅行会社への商品造成の働きかけな

ど、長期的なＰＲを展開します。  
 
⑦アップルパイの更なる高品質化のための研究への支援強化について  
  引 き 続 き 、 付 加価値 の 高い商 品 づくり を 進める た め、新 商 品開発 に 係

る助成 を 行いな が ら、差 別 化され た 収益性 の 高い商 品 開発を 支 援し、 農

・商・ 工 業者そ れ ぞれの 経 営環境 の 改善に 努 めてま い ります 。  

 

⑧ 農薬散布農家に対しての散布技術の教育、隣接地・他作物に対する飛散防止の啓

発や農薬散布設備整備の支援強化について  
  引き続き、各関係団体と協力し、指導及び注意喚起を促しながら、ＨＰ等を利用

して周知に努めます。  
 

⑨農薬散布農家から散布時期、時間、市用薬剤等の報告を取りまとめ隣接農家や住民

に周知するという仕組みづくりについて  
  引き続き、各関係団体と協力し、指導及び注意喚起を促しながら、ＨＰ等を利用

して周知に努めます。  

担当：りんご課  販売促進係 主幹兼係長  齊藤  弘行 内線５８７  
りんご課  生産振興係 主幹兼係長  高谷  一豊 内線９１１  
農業政策課 計画推進係 係長     小倉  洋幸 内線５７９  
農業政策課 農業振興係 係長     丸岡  基洋 内線５８１  

   農業政策課 農産係   係長     成田  政嗣 内線５８５  
   農業委員会 農地係   主幹兼係長  佐藤  祝幸 内線４８９  
   農業委員会 農政係   係長     伊藤  靖記 内線５５４  
   観光政策課 観光企画係 主事     鳴海  孝昭 内線５３５  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ２２ 「弘前の地酒とシードルで乾杯条例」の早期制定について 

要

望

事

項

の

内

容  

弘前独自の物産、食文化への更なる関心向上に向けた取り組みとしての「弘前の地

酒とシードルで乾杯条例」を理念条例としての早期制定を要望いたします。  

 

商工振興部 商工政策課  
                            

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

【乾杯条例の現状】 

乾杯条例は、平成２５年１月に京都市が制定して以来、全国各地で制定が相次いで

おり、本県においても平成２６年１１月に黒石市、平成２７年３月に鰺ヶ沢町が施行

しています。 

 その一方で「個人の嗜好の問題」などとして条例化に至らなかった自治体も存在し

ています。（宮崎県都城市） 

 

【当市の日本酒・シードル】 

名峰岩木山の恵みを受けた当市は、江戸時代から続く老舗など日本酒の蔵元が６つ

もある、県内でも有数の地酒づくりが盛んな地域です。世界規模や全国規模の大会に

おいても金賞を受賞するなど、当市の日本酒に対する評価は大変高いものであるとい

えます。 

また、シードルについても製造所が３つあり、世界規模の大会で受賞するなど高い

評価を得ております。 

 

○弘前産日本酒の受賞歴 

・インターナショナルワインチャレンジＳＡＫＥ部門 

平成２５年４月 六花酒造 大吟醸じょっぱり（金賞） 

齋藤酒造 六根 翡翠 純米大吟醸酒（金賞） 

平成２６年４月 六花酒造 純米大吟醸 じょっぱり華想い（金賞） 

平成２８年５月 六花酒造 純米大吟醸 じょっぱり華想い（金賞） 

・全国新酒鑑評会 

平成２６年度 三浦酒造 豊盃（金賞） 

六花酒造 じょっぱり（金賞） 

平成２７年度 三浦酒造 豊盃（金賞） 

六花酒造 じょっぱり（入賞） 等 

 ○弘前産シードルの受賞歴 

  平成２８年度 タムラファーム㈱ タムラシードル（Sweet、Brut） 

（ポムドール賞 アップルスパークリングワイン部門） 
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【当市のこれまでの取組み】 

 当市では、地酒やシードルの普及啓発の取組みとして、広報ひろさきやホームペー

ジでのPR活動、既に条例を制定している自治体へのアンケート調査、宿泊施設や飲食

店に「弘前のお酒で乾杯運動」協力依頼・啓発チラシ配布、実態調査などを実施して

おります。 

 また「ひろさき受賞商品ＰＲ大作戦」により、日本酒やシードルをはじめとした当

市物産品のうち、全国・国際レベルで受賞した商品を様々な場面でＰＲしており、そ

の他、国内外の物産展等、りんご公園でのシードルナイトにおいてもＰＲを行ってお

ります。 

 

 ○平成２７年度の取組み 

・既に条例を制定している自治体へのアンケート調査 

（平成２７年６月実施 照会：３６自治体／回答：３１自治体） 

アンケート調査では「条例制定は大きな効果があった」が６％、「少し効果

   があった」が７４ ％ の回答を頂いておりますが、「条例を制定することが目

的ではなく、地域に即した取り組みを行うことが重要」や、「嗜好品のため、

好まない人への配慮が必要」、「条例制定後も条例の主旨等ＰＲできる場を作

っていくことが必要」などのご意見も頂いております。  

・広報ひろさき・市ホームページでの啓発 

（平成２７年１２月実施 「年末年始は弘前のお酒で乾杯」） 

  ・国内外の物産展等において日本酒・シードルの販売・ＰＲ 

  ・りんご公園シードルナイト開催 

○平成２８年度の取組み 

 ・宿泊施設・飲食店への啓発チラシ配布・実態調査 

  （平成２８年１２月実施 配布件数５９件） 

実態調査の結果では、現在、弘前のお酒での乾杯をお薦めしているのは３割

程度で、「よい取り組みだ」というご意見がある一方で、「お客様の嗜好の問

題がある」という慎重なご意見もありました。 

・市ホームページでの啓発 

（平成２８年１２月実施 「年末年始は弘前のお酒で乾杯」） 

 ・ガイドひろさきに啓発広告掲載（平成２９年３月予定） 

・ひろさき受賞商品ＰＲ大作戦 

  ①ひろさき受賞商品認定 

（平成２８年１０月、２３種類中日本酒１種類、シードル２種類） 

  ②市ホームページでＰＲ 

  ③首都圏の企業内で行う物産展にて販売・ＰＲ 

  ④ふるさと納税の返礼品に採用 

・国内外の物産展等において日本酒・シードルの販売・ＰＲ 

・りんご公園シードルナイト開催 

 

今
後
の
処
理
方
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 乾杯条例制定の目的は、主として、乾杯を推進することで地元の日本酒やその他の

酒類を普及啓発し、消費拡大を図ることにあります。 

 当市としては、条例の制定ではなく、「弘前のお酒で乾杯運動」による宿泊施設・

飲食店等へのチラシ配布や各種広報媒体を活用した啓発活動、「ひろさき受賞商品Ｐ

Ｒ大作戦」による受賞商品の市ホームページでのＰＲや企業内物産展での販売・ＰＲ、

ふるさと納税への採用、国内外の物産展等における販売・ＰＲ、りんご公園でのシー

ドルナイト開催などを今後も積極的に推進し、目的達成に向けて取組んでまいりま

す。 

 

担当：商工政策課 物産振興室 総括主査 太田 尚亨 内線２５２  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ２３ 岩木山の豊かな環境を活用した岩木地区の利活用について 

要

望

事

項

の

内

容  

岩木山の自然や環境を最大限に活用できるよう下記について要望いたします。  
①民間や NPO 法人などを含めた総合的な岩木山利活用検討委員会の設置。  

 ②今後観光客集客が見込め、観光資源として十分活用できる岩木地区嶽方面に存在

する「足湯」の活用策の検討。  

 

岩木総合支所 総務課  
観光振興部 観光政策課  

                            

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

①市で は 、平成 ２ ７年１ １ 月に、 岩 木山を 含 め、岩 木 地区の 地 域資源 を 利

活用し 活 性化す る ための 手 段とし て 、日本 で 最も美 し い村連 合 への加 盟 を

目指し 、 加盟主 体 となる 団 体「日 本 で最も 美 しい村 づ くり岩 木 協議会 」 を

住民・ 商 工・観 光 ・農業 ・ 文化な ど の２３ 団 体等で 設 立しま し た。  

平 成 ２ ８ 年１０ 月 に同連 合 に加盟 し 、関連 す る事業 を 推進す る ために 、

随時協 議 会を開 催 してい ま す。（ 岩 木総合 支 所総務 課 ）  

 

② 弘 前 市 の総合 計 画とな る 「弘前 市 経営計 画 」にお い て、観 光 振興分 野 の

施策と し て『岩 木 山観光 等 の推進 』 を位置 づ けてい ま す。  

ま た 、 平 成２８ ・ ２９年 度 の青森 県 に対す る 重点要 望 事項に お いて、 「

岩木山 及 び周辺 エ リアを 青 森県全 体 の誘客 促 進のた め の観光 コ ンテン ツ と

位置づ け た取組 に ついて 」 県に対 し て要望 し ていま す 。（観 光 政策課 ）  

 

今
後
の
処
理
方
針 

①「日 本 で最も 美 しい村 づ くり岩 木 協議会 」 におい て 、岩木 山 をはじ め と

した岩 木 地区の 自 然や環 境 を最大 限 に活用 し た取り 組 みを検 討 してま い り

ます。 （ 岩木総 合 支所総 務 課）  

 

② 現 在 、 市では 、 岩木山 を 市の重 要 な観光 拠 点に位 置 付け、 当 市観光 の 更

なる発 展 と推進 を 目指す 観 光振興 計 画の策 定 を進め て おり、 滞 在型観 光 を

推進す る 重要な コ ンテン ツ として 、 岩木山 エ リアに あ る『温 泉 』を位 置 付

け、歴 史 と文化 を 楽しめ る 環境整 備 や、既 存 施設を 活 用した ス ポーツ 合 宿

・イベ ン トなど の 誘致に よ るスポ ー ツツー リ ズムの 促 進によ り 、温泉 と 合

わせて 楽 しめる 観 光資源 の 強化を 検 討して ま いりま す 。（観 光 政策課 ）  

担当：岩木総合支所総務課 地域振興係  主事 佐藤和広 内線６１３  
観光政策課     政策調整担当 主幹 土岐康之 内線５３５  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ２４ りんご神社（仮称）の設置について 

要

望

事

項

の

内

容  

 弘前市は「りんごのまち」を称しておりますが、現在りんごの豊作を願う単一の神

社が存在しておりません。  
つきましては、りんご公園内にりんご神社を作り、そこでお祭り、イベントなど開

催し、弘前のにぎわい創出にもつなげていただきますよう要望いたします。  

 

農林部 りんご課  
                            

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

りんご 公 園では 、 りんご の 豊作を 祈 念した 「 りんご の 祭典」 と して、 毎

年９月 下 旬に「 り んご収 穫 祭」を 開 催し、 各 関係団 体 に多数 参 加して い た

だいて お ります 。 また、 こ の他に も 様々な イ ベント を 実施し 、 りんご 産 業

および 観 光産業 の 振興を 図 ってお り ます。  

 

【 平 成 ２ ７年度 実 績】  

① り ん ご 花まつ り  

 開 催 日 ： 5/6(水 ･祝 )～ 5/17(日 ) 来 園 者 数 ： 55,249人  

② り ん ご 収穫祭  

 開 催 日 ： 9/20(土 )～ 9/21(日 )  来 園 者 数 ： 10,381人  

③ り ん ご トラッ ク 市  

 開 催 日 ： 11/22(日 )       来 園 者 数 ：   899人  

④ ウ ィ ン ターフ ェ スティ バ ル  

 開 催 日 ： 1/30(土 )～ 1/31(日 )  来 園 者 数 ：  2,436人  

今
後
の
処
理
方
針 

弘前市 内 には８ ２ 社の神 社 が存在 し ており 、 各地域 に おいて 、 個人・ 組

合およ び 「りん ご 」に限 ら ず、五 穀 豊穣な ど 様々な 催 事が行 わ れてい る こ

とから 、 りんご に 特化し た 神社は 必 要ない も のと考 え ており ま す。  

ま た 、 政 教分離 の 観点か ら 、公金 や 公の財 産 を宗教 団 体等の 使 用・便 益

・維持 の ために 支 出する こ とは憲 法 で禁止 さ れてお り 、市と し ては関 与 す

ること が できま せ ん。  

な お 、 現 在も実 施 してい る りんご 公 園での 各 種イベ ン ト等に つ いては 、

今後も 内 容の充 実 を図り な がら、 当 市にお け る賑わ い 創出に 向 けて継 続 し

てまい り ます。  

担当：りんご課 施設運営係 係長 奈良岡 健 内線３７８  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ２５ 
海外からのＦＩＴ(個人海外旅行)旅行者の獲得と受け入れ環境

の整備について 

要

望

事

項

の

内

容  

弘前市を訪れる外国人旅行客は団体型が多く、弘前市内のホテルの規模では受け入

れが難しくなっておりますが、今後の更なる外国人旅行客を獲得するためには、ＦＩ

Ｔと呼ばれる個人旅行者をターゲットにした施策により一層注力することが必要だ

と思われます。団体旅行客の多くは弘前公園を観光した後、大型バスで周辺町村の大

型ホテルに宿泊するので、街なかでその姿を見ることは多くありません。それに比べ

個人旅行客は、市内の旅館やビジネスホテルに宿泊するだけでなく、街なかで飲食や

買い物をするので、人数は少なくても市内への経済効果は高くなります。  
つきましては、ＦＩＴ旅行者の獲得と受け入れ環境の整備のために下記項目を要望

いたします。  
①多くのＦＩＴ旅行者共通の行動エリアであるＪＲ弘前駅から弘前公園や吉野町

緑地から弘前公園までの徒歩による旅行者の立場から見た案内サインの多言語

化。（歩道サイン、バス案内等）  
②ＪＲ弘前駅から弘前公園までのエリアの公衆無線ＬＡＮの敷設。  
③ロンリー・プラネットやトリップ・アドバイザーなどＦＩＴ旅行者が良く利用す

るガイド誌やサイトへの積極的な情報発信。  
④外国人観光客宿泊助成制度について、団体客向けの旅行エージェントへの助成に

加え、個人客向けのＯＴＡ（Online Travel Agent）への助成制度。  
 

 

観光振興部 国際広域観光課  
財務部 情報システム課  

 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

①外国 人 観光客 の 誘導を 図 るため の 案内板 等 は、よ り 効果的 に 配置さ れ る

よう設 置 に努め て おりま す が、一 部 の観光 案 内板や 標 柱につ い ては、 設 置

後、掲 載 内容の 更 新や見 直 しが行 わ れてい な いため 、 古い情 報 のまま に な

ってい る ものや 、 経年劣 化 による 破 損のほ か 、表示 が 見えづ ら くなっ て い

るもの が 散見さ れ ている 状 況にあ り ます。  

 

・ 平 成 ２ １年度  市 街 地 観 光案内 標 識  見 直 し 工事  

 

・ 平 成 ２ ３年度  市 街 地 観 光案内 標 柱  設 置 工 事  

 

・ 平 成 ２ ６・２ ７ 年度  ミ シ ュ ラ ン ・グリ ー ンガイ ド ジャポ ン 看板設 置

（設置 場 所：弘 前 市立観 光 館・弘 前 公園・ Ｊ Ｒ弘前 駅 ・  

      弘 前 市 ま ち な か情報 セ ンター ・ 津軽藩 ね ぷた村 ）  

 

・ 平 成 ２ ８年度  公 共 交 通 機関の 誘 導看板 （ ４か国 語 ）をＪ Ｒ 弘前駅  

        中 央 口 付 近に設 置 予定  

 

・ そ の 他 、市内 マ ップ（ ４ か国語 ： 英語、 韓 国語、 繁 体字、 簡 体字） や

公共交 通 機関案 内 図（４ か 国語： 英 語、韓 国 語、繁 体 字、簡 体 字）、 土

手町循 環 バスの チ ラシ（ 英 語）を 、 弘前市 観 光案内 所 などに 設 置。  
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また、 多 くの外 国 人が、 Ｊ Ｒ弘前 駅 を訪れ る と思わ れ る日（ ク ルーズ 船 来

航）に は 、ＪＲ 弘 前駅改 札 出口に 臨 時の観 光 案内所 を 設置し 、 公共交 通 機

関へス ム ーズな 誘 導に努 め ており ま す。  

 

② Ｊ Ｒ 弘 前駅か ら 弘前公 園 までの エ リアの 公 衆無線 Ｌ ＡＮの 敷 設状況 は 、

以下の １ ３か所 と なりま す 。  

・ 弘 前 市 観光案 内 所（Ｊ Ｒ 弘前駅 １ Ｆ）  

・ 弘 前 バ スター ミ ナル (弘 南 バ ス 株 式会社 ) 

・ 弘 前 市 まちな か 情報セ ン ター  

・ ル ネ ス アベニ ュ ー  

・ 株 式 会 社中三  弘 前 店  

・ 天 香 堂 ピアザ  

・ 予 約 貸 切宴会 場  さ ん の 丸（北 菜 館３Ｆ ）  

・ 株 式 会 社菊池 薬 局  本 店  

・ 津 軽 弘 前屋台 村  か だ れ 横丁  

・ 下 土 手 町商店 街 振興組 合  

・ 百 石 町 展示館  

・ 弘 前 市 立観光 館  

・ 弘 前 公 園  

 

③ Ｆ Ｉ Ｔ 旅行者 へ は下記 媒 体を活 用 し情報 発 信に努 め ており ま す。  

・ 平 成 ２ ６年度  Youku・ YouTu beに よ る ネ ッ ト動画 （ 秋・冬 編 ）作成  

・ 平 成 ２ ７年度  Youku・ YouTu beに よ る ネ ッ ト動画 （ 春・夏 編 ）作成  

         中 国 版 ツ イッ タ ー（ウ ェ イボー ） による 情 報発信  

・ 平 成 ２ ８年度  中 国 版 ツ イッタ ー （ウェ イ ボー） に よる情 報 発信  

         タ イ 雑 誌 「 Travel  w i th  ki d s」 へ の 掲 載  

・ そ の 他 、 facebo ok（ ４ か 国 語： 英 語、韓 国 語）、 ホ ームペ ー ジ（４ か

国語：英 語、韓国 語、繁体 字、簡体 字）によ り情報 発 信して お ります 。

 

④ 県 と 一 体とな っ た台湾 か らのチ ャ ーター 便 誘致及 び 、当市 へ の台湾 人 観

光客宿 泊 者数の 増 加を目 的 とし、 平 成２６ 年 度より 台 湾人観 光 客向け に 宿

泊助成 を 行って お ります 。  

ま た 、中 国便誘 致 及び、当 市への 中 国人観 光 客宿泊 者 数の増 加 を目的 と し、

平成２ ８ 年度よ り 中国人 観 光客向 け に宿泊 助 成を行 っ ており ま す。  

 

今
後
の
処
理
方
針 

①外国 人 観光客 の スムー ズ な誘導 対 応につ い ては、 受 入環境 整 備の一 環 と

して、 市 街地全 域 で対応 し ていか な ければ な らない 案 件であ る と認識 し て

おりま す 。  

市 内 の 案 内サイ ン につい て は、既 に 概ね多 言 語化し て おりま す が、一 部

では老 朽 化が目 立 つもの も ありま す ので、 更 新の際 に 、より 案 内効果 が 高

いもの に なるよ う 検証し な がら再 度 設置し て まいり ま す。  

ま た 、 吉 野緑地 に ついて は 、平成 ３ ２年の 完 成をめ ざ し現在 整 備を進 め

ている 状 況です 。 吉野緑 地 の案内 サ インに つ いても 整 備の一 環 として 平 成

３２年 の 完成を 見 込んで お ります 。  

 

② 平 成 ２ ８年度 中 には追 手 門広場 と 蓬莱広 場 への整 備 も行う こ とにし て お

ります 。 平成２ ９ 年度に は 藤田記 念 庭園（ 屋 外庭園 箇 所）へ の 増設を 予 定

してい る ほか、 市 民中央 広 場（桜 大 通り） の 改修計 画 に合わ せ て整備 を 検

討して ま いりま す 。  
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今
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処
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また、 ア クセス ポ イント の 設置に ご 協力い た だける 民 間店舗 等 も随時 募

集して お り、こ ち らから も 設置の 協 力を呼 び 掛けて い きたい と 考えて お り

ます。  

 

③ Ｆ Ｉ Ｔ 旅行者 に ついて は 、当市 に おいて も 近年増 加 傾向に あ り、重 要 な

ターゲ ッ トであ る と考え て おりま す 。  

Ｆ Ｉ Ｔ 向 けの情 報 発信と し ては雑 誌 やＳＮ Ｓ など様 々 な広告 媒 体があ り

ますが 、 ロンリ ー プラネ ッ トやト リ ップア ド バイザ ー につい て は、広 告 費

が高い こ とから 見 送って い る状況 で す。  

当 市 と し ては、 こ れまで 通 りＳＮ Ｓ を情報 発 信の軸 と しなが ら 、費用 対

効果の 高 い媒体 を 活用し 情 報発信 に 努めて ま いりま す 。  

 

④ Ｏ Ｔ Ａ への助 成 につい て は、Ｆ Ｉ Ｔの宿 泊 促進の 一 つとし て 、宿泊 関 係

者など を 交え検 討 してま い りまし た が、一 過 性のも の になる の ではと 懸 念

された こ とから 、 実施に い たって お りませ ん 。  

代 わ り に 平成２ ８ 年度に つ いては 、 弘前公 園 桜・紅 葉 特別ラ イ トアッ プ

期間中 に 市内の 外 国人宿 泊 客に土 手 町循環 バ スの無 料 乗車券 を 配布し 、 受

入環境 を 充実さ せ ＦＩＴ の リピー タ ーを増 や すこと を 目的に 、 試験的 に 事

業を実 施 したも の であり ま す。  

今 後 も 関 係者を 交 え意見 交 換しな が ら、効 果 的な事 業 を実施 で きるよ う

努めて ま いりま す 。  

担当：国際広域観光課 国際広域観光係 係長    成田真也 内線５３２  
   情報システム課 情報化推進係  主幹兼係長 諏訪秀樹 内線３７０  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ２６ 
弘前さくらまつり開催１００周年記念事業実施に対する支援に

ついて 

要

望

事

項

の

内

容  

全国でも屈指の桜の名所として弘前市が誇る「弘前さくらまつり」ですが、第一回

目の開催は１９１８年（大正７年）、当時はまつりの名称を「観桜会」と称し、弘前

商工会が開催したという歴史がございます。現在まで、途中開催中断の時期もありま

したが、２０１７年には記念すべき観桜会開催１００周年を迎える年となります。

 つきましては、弘前さくらまつりを全国屈指のまつりに育て上げた先人の苦労に感

謝し、今以上にインバウンド含めた観光客の集客が期待される弘前さくらまつりの更

なる発展を願い、今後弘前商工会議所では１００周年記念事業の検討を行っていくこ

ととしておりますので、弘前市として記念事業検討への参画と実施の際の支援を要望

いたします。  
 

 

観光振興部 観光政策課  
                            

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

・１９ １ ８年（ 大 正７年 ）  第 １ 回 観桜会 （ 弘前商 工 会主催 ）  

・ １ ９ ４ ４年（ 昭 和１９ 年 ）観桜 会 中断（ ３ 年間）  

・ １ ９ ６ １年（ 昭 和３６ 年 ）観桜 会 から弘 前 さくら ま つりへ 改 称  

・ ２ ０ １ ７年（ 平 成２９ 年 ）さく ら まつり １ ００年 目  

・ ２ ０ １ ８年（ 平 成３０ 年 ）さく ら まつり １ ００周 年  

・ ２ ０ ２ ０年（ 平 成３２ 年 ）さく ら まつり １ ００回 目  

今
後
の
処
理
方
針 

弘前さ く らまつ り につい て は、貴 所 に加え 、 弘前市 、 （公社 ） 弘前観 光

コンベ ン ション 協 会、（ 公 社）弘 前 市物産 協 会によ る 四者が 主 催とな り 、

例年開 催 してお り ます。  

２ ０ １ ７ 年につ い ては、 第 一回観 桜 会から 数 え、１ ０ ０年目 を 迎える こ

とから 、 貴所の ご 意見の と おり、 こ れを格 好 の機会 と とらえ 、 これま で の

歴史を 振 り返り 、 先人た ち の功績 に 感謝す る ととも に 、今後 の 更なる 発 展

を目指 し ていく こ とが必 要 である と 当市で も 考えて お ります 。  

具 体 的 な １００ 年 記念事 業 の内容 に つきま し ては、 貴 所が中 心 となり 設

立予定 で ある実 行 委員会 に おいて 、 市民や 観 光事業 者 を含め た 「オー ル 弘

前」を 構 築し、 そ の中で 協 議しな が ら、決 定 してい く ことと な ります が 、

実行委 員 会には 、 当然に 当 市とし て も積極 的 に参画 し 、成功 に 向けて 誠 心

誠意協 力 してま い ります 。  

 

担当：観光政策課 誘客推進係  主幹兼係長  大和田淳 内線２５０  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ２７ ものづくり技術・伝統文化の継承と若手育成について 

要

望

事

項

の

内

容  

ものづくり技術・伝統文化の継承と若手育成として、下記について要望いたします。

①インターンシップ受入企業に対する助成制度の創設など、ものづくり技術に触れ

る機会を維持するための施策。  
②インターンシップ受入事業所へ受入ガイドの継続。  
③地域独自の伝統文化や伝統工芸の素晴しさを、幼少期からの教育現場で学んでも

らうための仕組みづくり。  
④青森県の未来を担う人・ものづくりを融合した研修や若手後継者だけでなく新入

社員や幹部候補生向けの研修  
 

 

商工振興部 商工政策課  
教育委員会 教育センター  

                            

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

①市で は 、建設 業 及び地 元 建設業 者 への関 心 と理解 を 深めて も らい、 地 元

建設業 者 への就 職 促進を 目 的に、市 内高校 生 を対象 と した意 見 交換会 や 現

場見学 会 を開催 し ている ほ か、事 業 所訪問 を 通じて イ ンター ン シップ 受 入

企業の 開 拓を進 め ていま す 。  

 そ の 他 、 青森 県 漆器協 同 組合連 合 会では 、 平成１ ６ 年から 「 児童・ 生 徒

に対す る 伝統的 工 芸品教 育 事業 」を 行って お り、小学 校の子 ど も達に 津 軽

塗の製 作 を体験 し ていた だ いてお り ます。 （ 平成２ ８ 年度実 績 ：９件 ）  

 

② 市 で は 、受入 ガ イドの 内 容を昨 年 修正し 、 適宜イ ン ターン シ ップ受 入 事

業者等 に 配布し て おりま す 。  

 

③ 市 教 育 委員会 で は、市 内 の小学 校 全３・４ 年生に 対 し、社 会 科副読 本「わ

たした ち の弘前」を配布 し 、郷土に 関する 学 習の充 実 に向け て 取り組 ん で

おりま す 。そ の中 の「 特色 ある地 い きと人 々 のくら し 」に つい て学ぶ 項 目

では「津 軽塗を つ くるま ち・弘 前市 」と 題し て代表 的 な伝統 工 芸品で あ る

津軽塗 を 取り上 げ 、詳し く 学習し て おりま す 。  

ま た 、 中 学校の 総 合的な 学 習の時 間 では、 職 場体験 等 の体験 学 習を通 し

て、伝 統 工芸の 素 晴らし さ やそれ を 支える 人 々の想 い に触れ る 機会を つ く

ってお り ます。加 えて、平 成３０ 年 度から は 全市小 中 学校に お いて「 ひ ろ

さき卍 学 」を実 施 します 。これは「 郷土を 学 び未来 を つくる 弘 前っ子 の 育

成」を目 指し、９ 年間で 弘 前を体 系 的に学 ぶ 取組で す 。その中 で、中学 ２

年時に は「伝 統文 化と産 業 」に つい て学ぶ 機 会を設 け ること と してお り ま

す。  

 

④ 市 で は 、津軽 塗 業界の 高 齢化に 伴 う後継 者 不足を 解 消する た め、津 軽 塗

職人を 目 指す若 者 を対象 に 技術を 身 につけ る ための 研 修に対 し て補助 し

ており ま す。  

補 助 名 称 ：津軽 塗 後継者 育 成研修 事 業補助  

実 施 主 体 ：青森 県 漆器協 同 組合連 合 会  
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補助名 称 ：津軽 塗 後継者 育 成研修 事 業補助  

実 施 主 体 ：青森 県 漆器協 同 組合連 合 会  

実 施 状 況 ：１期  平 成 19年 10月 ～ 平 成 23年 3月  修 了 生 ： 6名  

２ 期  平 成 23年 10月 ～ 平 成 27年 3月  修 了 生 ： 4名  

３ 期  平 成 27年  9月 ～ 平 成 31年 3月 （ 予 定 ） 研修生 ： 現在 2名

また、建設業の事業者等で構成される組合が実施する建設業への入職促進に資す

る事業を支援しております。  
補助名 称 ：建設 業 未来の 人 づくり 事 業費補 助 金  

実 施 主 体 ：弘前地区溶接協会 

実 施 状 況 ：高校生溶接塾 

平成28年7月4・11日、10月19・24日、12月5・12日（計６回） 

加 え て 、 国と市 と の一体 的 実施事 業 におい て も、さ ま ざまな 就 労支援 を

行って お ります 。  

事 業 名 称 ：若年 労 働者セ ミ ナー（ 労 働関係 法 、ビジ ネ スセミ ナ ー等）  

実 施 主 体 ：㈱Ｉ ・ Ｍ・Ｓ （ 青森労 働 局から の 委託事 業 ）  

実 施 状 況 ：第１ 回   6月 21日  実 績 ： 17社 か ら 41名 参 加  

第 ２ 回  12月 21日  実 績 ： 13社 か ら 33名 参 加  

今
後
の
処
理
方
針 

①助成 制 度の創 設 につい て は考え て おりま せ んが、 引 き続き 、 受入企 業 の

開拓と 実 施に当 た っての サ ポート を 行って ま いりま す 。  

ま た 、 も のづく り 技術に 触 れる機 会 を維持 す るため の 施策に つ いては 、

今後も各団体のニーズや他市町村等の状況を踏まえ、適宜検討してまいります。

 

② 受 入 ガ イドに つ いては 、 今後も 状 況に応 じ て見直 し を行い 、 インタ ー ン

シップ 受 入事業 者 等に配 布 してま い ります 。  

 

③ 今 後 も 義務教 育 ９年間 を 通して 郷 土に関 す る学習 を 計画的 ・ 継続的 に 実

施する と ともに 、その中 で 、伝統 文 化及び 伝 統工芸 の 素晴ら し さや他 に 誇

るべき 弘 前の魅 力 につい て 気付き 、主体的 に 関わろ う とする 児 童生徒 の 育

成に努 め てまい り ます。  

 

④ 後 継 者 不足に よ り、廃 業 する事 業 者が多 い 現状か ら 、市と し ても若 手 後

継者の 育 成は重 要 と認識 し ており ま す。  

まず、「青森県の未来を担う人・ものづくりを融合した研修」については、技術

の習得のみならず、ビジネスとして成功するためのノウハウの習得も必要と考えて

おりますが、このような研修は金融機関などの他団体で実施していることから、こ

れらの情報収集に努め、積極的に情報提供をしてまいります。  
また、新入社員や幹部候補生向けの研修については、県が実施している研修や、

国と市との一体的実施事業において実施している研修もあることから、これらの情

報提供に努めてまいります。 

担当：商工政策課  物産振興室 総括主査 太田 尚亨 内線２５２  
商工政策課  就労支援係 主事   西谷 充顕 内線２５４  

   教育センター       指導主事 村元 治  内線１８１  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ２８ 
学生対象の溶接技術講習会並びに溶接競技大会開催の際の支援

について 

要

望

事

項

の

内

容  

現在、弘前市においては学生を対象とした溶接技術競技大会は開催されておりませ

ん。溶接技術が「もの作り」の基盤技術となり工業分野でも中枢を占めるものでもあ

り、その技術伝承が就職率の向上の一翼を担うものであります。宮城県・福島県など

では競技大会が開催され、それが後継者の育成に寄与していることから、弘前市にお

いても、競技大会が開催された場合には支援を要望いたします。  
あわせて、平成２７年度に開催された溶接技術講習会には「建設業未来の人づくり

事業支援補助金制度」による支援をいただきましたが、来年度につきましても引き続

き同制度による継続支援を要望いたします。  

 

商工振興部 商工政策課  
                            

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

 

当市において、溶接技術競技大会が開催されたことがないため、支援の実績はあり

ません。 

また、溶接技術講習会については、弘前地区溶接協会が「弘前市建設業未来の人づ

くり事業支援補助金」を活用し、「高校生溶接塾」を実施しています。 

 

【高校生溶接塾】 

 実施者 弘前地区溶接協会 

 実施日 平成28年7月4・11日、10月19・24日、12月5・12日 

 対象  弘前工業高等学校機械科３年生 

 内容  実践的溶接技術の講習会 

 活用助成制度 弘前市建設業未来の人づくり事業支援補助金 

 

 

今
後
の
処
理
方
針 

溶接技術競技大会に対する支援については、同大会が開催される場合に検討いたし

ます。また、高校生溶接塾に対する支援については、平成29年度においても「弘前市

建設業未来の人づくり事業支援補助金」により、引き続き支援してまいりたいと考え

ております。 

担当：商工政策課 就労支援係 総括主査 山﨑 幾子 内線９１８  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ２９ 「弘前ブランド」を国内外へ発信できる施策の検討について 

要

望

事

項

の

内

容  

弘前市においては、国内外へ当市の地場産品の売り込みを見据え、下記の施策を検

討していただきますよう要望いたします。  
①地元物産品の周知のための県外での比較的コンパクトなイベント（縁日や宵宮の

ような）や交流を行う仕組みづくりと支援の強化。  
②海外で行なわれている当市地場産品が出展できるような見本市への出展に対す

る支援や参加に対する助成制度の継続。  

 

商工振興部 商工政策課  
                            

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

①  市 で は 、当 市 物産の 宣 伝紹介 及 び販路 拡 大を目 的 に弘前 市 物産協 会 に

対して 補 助金を 交 付して お り、市 と 弘前市 物 産協会 が 連携し て 、百貨 店

催事や 県 外イベ ン ト、友 好 都市催 事 に出展 等 を行い 、 広く宣 伝 紹介に 取

り組ん で おりま す 。  

 

②  平 成 26年 度 か ら「ひろ さきブ ラ ンド販 路 開拓支 援 補助金」にて、中 小

企業者 等 が持つ 独 自の技 術 ・製品 及 び工芸 品 の販路 拡 大、新 規 需要開 拓

の促進 を 図るた め 、国内 ・ 海外の 見 本市等 へ の出展 事 業を支 援 してお り

ます。  

 平 成 28年 度 に は 新たに 「 海外販 路 開拓支 援 補助金 」 を創設 し 、海外 の

見本市 等 への出 展 の他に 個 別商談 も 新たに 補 助対象 と しまし た 。  

今
後
の
処
理
方
針 

①県外 で の縁日 や 宵宮の よ うなコ ン パクト な イベン ト や交流 に ついて は

関係団 体 と協議 し た結果 、 費用対 効 果は望 め ないこ と から参 加 ニーズ は

なく、 対 応は困 難 である と 考えて お ります 。  

 

② 今 後 も 、引き 続 き海外 で 行われ る 見本市 等 への出 展 に対し て 支援し て

まいり ま す。  

担当：商工政策課 物産振興室 総括主査 太田 尚亨 内線２５２  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ３０ 弘前市融資制度（特別保証融資）の拡充について 

要

望

事

項

の

内

容  

弘前市の特別保証融資は今年度、利子補給期間を２年から１年に短縮、利子補給率

を２％から１％に引き下げをしておりますが、利用者の負担が増え、市融資制度の利

便性が損なわれた結果となっております。  
つきましては、次年度において、元の利子補給期間２年、利子補給率２％に戻して

いただきますよう要望いたします。  

 

商工振興部 商工政策課  
                            

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

市では 、 中小企 業 者の経 営 安定化 と 事業活 性 化のた め 、社会 情 勢等を 踏

まえ、 検 討を加 え ながら 各 種融資 制 度を実 施 してい ま す。  

「 小 口 資 金特別 保 証融資 制 度（平 成 26 年 度 以 前 は制 度 名「特 別 保証融 資

制度」 ） 及び「 小 口零細 企 業特別 保 証融資 制 度」に つ いては 、 近年、 リ ー

マンシ ョ ックや 長 期デフ レ 、東日 本 大震災 、 消費税 率 の引き 上 げ等、 中 小

企業者 に とって 厳 しい経 済 状況が 続 いてき た ことか ら 、利用 者 の負担 を 軽

減する た めに、 平 成 27年 度 ま で 、 融 資後２ 年 間、２ ％ 相当額 の 利子補 給 を

実施し て きまし た が、平成 28 年 度 は 、県内の 景気状 況 や、長期 金利の 継 続

的な低 下 、他市 の 金融施 策 等を考 慮 した結 果 、利子 補 給の期 間 を２年 か ら

１年に 短 縮し、 か つ利子 補 給率を ２ ％から １ ％に引 き 下げ、 利 用者の 負 担

増を考 慮 し、融 資 上限利 率 をそれ ま での 2.3％ か ら 2.2％ へ 引 き 下げ た うえ

で実施 し ていま す 。  

今
後
の
処
理
方
針 

緩やか な 持ち直 し 傾向が 続 いてい る 県内の 景 気状況 や 、引き 続 き低下 し

ている 長 期金利 等 を考慮 し た結果 、 小口資 金 特別保 証 融資制 度 及び小 口 零

細企業 特 別保証 融 資制度 の 利子補 給 につい て は、平 成 28年 度 末 を もっ て 廃

止する 予 定です 。  

な お 、融 資制度 自 体につ い ては、利 用者の 負 担が増 加 するこ と を考慮 し 、

融資上 限 利率の 引 き下げ を 検討し た いと考 え ており ま す。  

今 後 も 、 融資制 度 のあり 方 につい て は、中 小 企業の 経 営の安 定 化と事 業

の活性 化 に資す る 制度と な るよう 、 社会情 勢 等を踏 ま え、適 時 適切に 検 討

してま い ります 。  

担当：商工政策課 商業振興係 主査 鼻和 孝夫 内線２５９  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ３１ マル経融資制度の利子補給の実施について 

要

望

事

項

の

内

容  

弘前市では、マル経融資制度に対する利子補給の実施は考えていないとの回答であ

りますが、現在、県内 7 商工会議所が所在する市のうち、この利子補給を実施してい
ないのは弘前市と黒石市のみとなっております。日本政策金融公庫の融資制度を活用

している事業者も市内には多くあり、市の特別保証融資とマル経の２つに対して利子

補給をしていただくことで、市内で事業を行っている方を幅広く支援することができ

ることから、マル経融資制度の利子補給の実施を要望いたします。  

 

商工振興部 商工政策課  
                            

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

市では 、 市内中 小 企業者 の 経営の 安 定を図 る ため、 幅 広い目 的 に利用 で

きる融 資 制度と し て、「 小 口資金 特 別保証 融 資制度 」 、「事 業 活性化 資 金

特別保 証 融資制 度 」を、 ま た、責 任 共有制 度 導入に 伴 う金融 環 境変化 の 影

響を受 け やすい 小 規模零 細 企業を 対 象に、 「 小口零 細 企業特 別 保証融 資 制

度」を 実 施して お ります 。  

こ れ ら の 制度に つ いては 、 信用保 証 料の全 額 を補助 し ている ほ か、「 小

口資金 特 別保証 融 資制度 」 及び「 小 口零細 企 業特別 保 証融資 制 度」に つ い

ては、 融 資後１ 年 間、１ ％ の利子 相 当額を 補 助して お ります 。  

マ ル 経 融 資制度 へ の利子 補 給につ い ては、 平 成 24年 度 か ら 継 続 して実 施

の要望 を いただ い ており ま すが、 市 が上記 融 資制度 を 実施し て いるこ と か

ら、こ れ まで実 施 してき ま せんで し た。  

 

今
後
の
処
理
方
針 

緩やか な 持ち直 し 傾向が 続 いてい る 県内の 景 気状況 や 、引き 続 き低下 し

ている 長 期金利 等 を考慮 し た結果 、 小口資 金 特別保 証 融資制 度 及び小 口 零

細企業 特 別保証 融 資制度 の 利子補 給 につい て は、平 成 28年 度 末 を もっ て 廃

止する 予 定です 。  

な お 、 平 成 29年 度 は 、 利 用 者の負 担 を軽減 し 、中小 企 業者を 支 援する た

めに、 融 資上限 利 率の引 き 下げを 検 討した い と考え て おりま す ので、 マ ル

経融資 制 度の利 子 補給は 実 施いた し ません 。  

市 で は 、 今後も 中 小企業 者 の経営 の 安定化 と 事業の 活 性化に つ ながる 制

度を実 施 するた め に、融 資 制度の あ り方に つ いて、 金 融情勢 や 利用状 況 、

他市の 金 融施策 等 を踏ま え 、適時 適 切に判 断 をする こ ととし て おりま す の

で、マ ル 経融資 制 度への 利 子補給 も 含め、 引 き続き 検 討して ま いりま す 。

担当：商工政策課 商業振興係 主査 鼻和 孝夫 内線２５９  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ３２ 新規学卒者など若者の地元就職に向けた施策の推進について 

要

望

事

項

の

内

容  

現在弘前市で行っている新規学卒者など若者の地元就職に向けた施策である大学

・企業連携地元就職推進事業等について下記の要望をいたします。  
①将来の弘前地域を担う高校生、大学生が就職活動をするにあたって、地域の企業

の存在があまり周知されていない現状が、地域の高校、大学の就職担当部局から

聞かれております。現在、弘前商工会議所で事務受託している弘前地区雇用対策

協議会において、弘前企業ガイドブックを毎年度作成、配布してきておりますが

掲載企業が少なく、また、作成部数も限られ就職希望者全員に配布されていない

状況にあります。人口減少社会において、高校生、大学生の地域企業への就職推

進は重要な施策であることから、高校生、大学生の就職希望者に対し、地域の企

業を広く周知すべく、今後は弘前企業ガイドブックの掲載企業を増加し、内容の

充実を図ることとしていることから、ガイドブック作成に対する支援を要望いた

します。  
あわせて、弘前地域出身の県外大学生の就職活動に対しても弘前地域企業への就

職が推進されるよう、弘前企業ガイドブックＷｅｂ版（ホームページ）の充実を

図る際にも支援を要望いたします。  
②大学生の半数以上が奨学金制度を利用し就学している現状にあります。就職と同

時に奨学金の返還が始まるため大学生は就職先の選定にあたり、待遇や条件の良

い東京を中心とした企業を選ぶ傾向にあり、地方都市においては若者流出に歯止

めがかからない状況にあります。このような状況を打破し、弘前市内への若者の

就職を促進していくため、弘前市内の企業に就職した大学生の奨学金返還に対す

る補助制度の創設を要望いたします。  
 

 

商工振興部 商工政策課  
                            

市の処理方針 

経 
 
 

緯 
① 弘前企業ガイドブックについては、毎年度、弘前地区雇用対策協議会が作成して

 おり、市では同協議会に対して、企業ガイドの制作費（印刷製本費及びホームペー

ジ作成料）の一部を補助しています。（平成28年度：250千円） 

 

② 地元企業就職者の奨学金返還に対する補助制度については、現在のところありま

せん。なお、平成29年度の国・県に対する重点事業要望事項に係る県知事への説明

会の場において、若者の県外流出抑止策の１つとして奨学金返還に対する補助制度

の設立について、県に対して提案したところです。 

 

今
後
の
処
理
方
針 

①「弘前市まち・ひと・しごと創生総合戦略」において、人口減少を抑制するための

取組みとして「大学・企業連携地元就職推進事業」を掲げ、オール弘前で大学生や

高校生の地元企業への就職を推進していくこととしておりますが、そのためには地

元企業の魅力を、積極的に大学生等へ情報発信することが重要になるものと考えて

おります。 

そのようなことから、地元企業の魅力を発信する方法及び制作体制、経費負担等

について、地元企業や弘前商工会議所、弘前公共職業安定所、大学、市などの関係

機関が連携しながら協議を進め、「オール弘前」で大学生等の地元就職を推進して

まいりたいと考えております。 
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② 近年、奨学金利用者の増加により、大学卒業と同時に多額の奨学金の返還が開始

することから、就職企業を選択する際の理由の１つとして、これまで以上に給与面

が重視され、給与水準が高い都市部への就職が進んでいる傾向にあります。 

 このような傾向に歯止めをかけるため、奨学金の返還金に対する補助制度を創設

することは対応策の１つであると認識していることから、県に対しても引き続き働

きかけていくとともに、既に同制度を実施している自治体の状況も注視しながら、

研究してまいりたいと考えております。 

担当：商工政策課 就労支援係 主幹兼係長 澁谷 卓 内線９１８  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ３３ スポーツ振興による経済活性化について 

要

望

事

項

の

内

容  

日本においては、２０１９年開催のワールドカップラグビー大会や２０２０年開催

のオリンピック・パラリンピックといった世界規模の大会を控え、更に青森県では現

在、２０２５年の国民体育大会（国体）誘致に向けた運動を展開しており、スポーツ

熱は益々盛んになっていくものと想定されます。  
つきましては、上記国際大会等の競技会場としての誘致活動並びに、先般弘前市が

ソフトボール事前合宿地として台湾と協定を結びましたが、当市として事前合宿地の

更なる誘致を行い、当市経済の活性化につなげていただきますよう要望いたします。

 

市民文化スポーツ部 文化スポーツ振興課  
                            

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

市では 、 東京２ ０ ２０オ リ ンピッ ク ・パラ リ ンピッ ク 競技大 会 を控え 、

当市か ら のトッ プ アスリ ー トの輩 出 と一流 の プレイ を 間近に 見 る機会 を 創

出して い くこと を 目的に 、 東京オ リ ンピッ ク ・パラ リ ンピッ ク 事前合 宿 誘

致事業 を 進めて ま いりま し た。  

特 に 、 ソ フトボ ー ル日本 代 表監督 も つとめ た 、当市 の 職員で あ る齋藤 春

香主幹 の 存在や 、 日本ソ フ トボー ル 女子１ 部 リーグ 所 属チー ム の合宿 受 入

れ実績 な どがあ る 、「ソ フ トボー ル 競技」 を 誘致種 目 に絞り 、 当市と 幅 広

い交流 の ある「 台 湾」と 交 渉を重 ね た結果 、 平成２ ８ 年１１ 月 １６日 、 東

京２０ ２ ０大会 へ の出場 が 決定し た 場合に 、 本大会 へ 出場す る チーム が 、

市で事 前 合宿を 実 施する 旨 の基本 協 定を台 湾 ソフト ボ ール協 会 と締結 し た

ところ で ありま す 。  

ま た 、 国 際競技 大 会の誘 致 では、 平 成２９ 年 ６月に 日 本、韓 国 、中国 、

台湾の 東 アジア ４ か国の 代 表チー ム による 、 「２０ １ ７第６ 回 東アジ ア カ

ップ女 子 ソフト ボ ール大 会 」の弘 前 開催が 決 定して お ります 。  

ラ グ ビ ー ワール ド カップ ２ ０１９ 日 本大会 関 連での 取 り組み と しては 、

「弘前 に ラグビ ー ワール ド カップ ２ ０１９ 公 認チー ム キャン プ 地誘致 を 実

現する 会 」から 、 要望書 及 び署名 が 提出さ れ 、協議 及 び検討 し た結果 、 要

望団体 の 積極的 な バック ア ップ体 制 を条件 に 、平成 ２ ８年１ ２ 月２０ 日 付

で「ラ グ ビーワ ー ルドカ ッ プ２０ １ ９公認 チ ームキ ャ ンプ地 選 定プロ セ ス

応募申 請 書」を 提 出した と ころで あ ります 。  

今
後
の
処
理
方
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 こ れ ま で 取り 組 んでき た 、事前 合 宿や国 際 大会の 誘 致をス ポ ーツ振 興 の起

爆 剤 と す る と と も に 、 誘 客 促 進 の 好 機 と 捉 え 、 イ ン バ ウ ン ド 対 策 に も 積 極

的 に 取 り 組 ん で 参 り ま す が 、 民 間 に お い て も 選 手 や 観 客 の 受 入 環 境 の 充 実

に 努 め て い た だ く こ と が 、 経 済 波 及 効 果 を 一 層 高 め る も の と 考 え て お り ま

す。  

ま た 、 弘 前 市 運 動 公 園 、 岩 木 山 総 合 公 園 、 青 森 県 武 道 館 な ど 、 合 宿 や 大

会 実 施 施 設 と し て 優 れ た 施 設 が あ る こ と か ら 、 今 後 も 合 宿 誘 致 や 大 会 等 の

誘 致 活 動 に 取 り 組 ん で ま い り ま す が 、 海 外 チ ー ム の 合 宿 や 大 規 模 な 大 会 の

更なる 誘 致には 、 多大な 財 政的及 び 人的負 担 を伴う た め、市 内 スポー ツ 団



- 47 - 
 

今
後
の
処
理
方
針 

体 や 観 光 産 業 界 を 含 む 市 経 済 界 と の 連 携 を 図 り 、 市 の 財 源 を 経 済 的 で 効 果

的に活 用 が図れ る 方策を 探 りなが ら 進めて ま いりま す 。  

担当：文化スポーツ振興課 スポーツ推進係 主幹 古山 潤 内線９０３  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ３４ 各種イベントの効果測定の実施と測定結果の周知等について 

要

望

事

項

の

内

容  

弘前市ではイベントが数多く開催されておりますが、イベントの中には打ち上げ花

火的なものも見受けられる状況にあることから、その効果測定の実施やその結果に基

づく継続・中止等の判断の実行並びに測定結果の周知について要望いたします。また、

イベントが同じ日に別々の場所で開催されるなどの弊害については、各施設の予約状

況の調査による事前調整を行うなど、費用対効果も考慮して効率的に実施していただ

きますよう要望いたします。  

 

観光振興部 観光政策課  
                            

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

本市で は 、四半 期 に一度 、 月毎の 観 光客の 入 込客数 調 査を行 い 、県に 報

告して お り、そ の 結果は 年 に一度 県 から公 表 されて お ります 。  

ま た 、 平 成２４ 年 １０月 よ り、市 内 各宿泊 施 設に対 し て毎月 の 宿泊客 者

数調査 を 行って お り、そ の 結果を ホ ームペ ー ジで公 開 してお り ます。  

そ の 他 、 平成２ ８ 年度は さ くらま つ り期間 中 に本市 を 訪れた 観 光客等 を

対象と し た観光 ア ンケー ト 調査を 実 施し、 一 人当た り の消費 額 などを 調 査

し、ホ ー ムペー ジ にて結 果 を公表 し ており ま す。  

 

今
後
の
処
理
方
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イベン ト 毎に詳 細 な調査 を 行うこ と は、人 件 費など の 費用負 担 が大き い

ため、 調 査を行 う イベン ト や調査 項 目を検 討 し、必 要 に応じ て 追加調 査 を

実施し た いと考 え ており ま す。  

担当：観光政策課 観光企画係  主事  黒田麻美 内線２３２  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ３５ 公衆用道路の固定資産税非課税基準の緩和について 

要

望

事

項

の

内

容  

弘前市では、平成２７年度から公衆用道路（私道）のうち位置指定道路については、

非課税となりましたが、位置指定道路として指定を受けることができない公衆用道路

（私道）で、不特定多数の人が利用でき、道路以外の目的での使用ができない公衆用

道路（私道）については課税されております。  
つきましては、固定資産税の課税基準としている「公共の用に供する道路」の基準

の緩和を検討していただきますよう要望いたします。  

 

財務部 資産税課  
                            

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

固定資 産 税にお け る公共 の 用に供 す る道路 の 非課税 の 範囲に つ いては 、

地方税 法 第３４ ８ 条第２ 項 第５号 に 定めら れ ており ま す。  

そ の 中 で 、一般 的 利用に 関 して何 等 の制約 を 受けて い ない私 道 につい て 、

公道か ら 他の公 道 へ連絡 し ている 場 合は、 公 共の用 に 供する 道 路に該 当 す

るため 非 課税で す が、袋 小 路であ る 場合や 公 道から 同 一の公 道 に連絡 し て

いるよ う な場合 は 、沿接 す る宅地 の 居住者 そ の他利 用 者が極 め て不特 定 多

数にの ぼ る等の 事 情によ り 、その 利 用の実 態 が広く 不 特定多 数 の利用 に 供

されて い ると認 め られも の を除き 、 公共の 用 に供す る 道路に 該 当しな い も

のとさ れ ており ま す。  

こ の た め 、私道 の 形態と 利 用状況 か ら「公 共 の用に 供 する道 路 」と判 断

するた め の基準 が 必要と な ること か ら、当 市 では下 記 のとお り 規定し て い

ます。  

※  い ず れ の 場 合 も分筆 さ れ区域・地番が 明 確であ り 、現 況も 側溝・縁 石

等で境 界 が明確 で あるも の としま す 。  

①  私 道 で あ っ て も、公道 から公 道 に接続 す る４ｍ 以 上の道 路 につい て は

非課税 と する。  

②  私 道 で あ っ て も、位 置 指定道 路 （建築 基 準法第 ４ ２条第 １ 項第５ 号 ）

に指定 さ れた道 路 につい て は非課 税 とする 。  

③  行 き 止 ま り の 私道で あ っても 幅 員４ｍ 以 上の道 路 で１０ 区 画以上 が

利用す る 道路に つ いては 非 課税と す る。  

④  上 記 以 外 で 、 ４区画 以 上が利 用 する幅 員 ４ｍ以 上 の道路 に ついて は 、

私道の 補 正（６ 分 の１） を 適用す る 。  

つ ま り ① ～③の 場 合は非 課 税とし 、 ④の場 合 は非課 税 には該 当 しませ

んが、 私 道補正 を 適用し て 課税を 行 ってお り ます。  

今
後
の
処
理
方
針 

隣接す る 宅地が 少 ない道 路 に対す る 課税基 準 につい て は、税 の 公平性 の

観点か ら も当市 の 現状の 基 準は妥 当 なもの で あると 考 えてお り ます。  

担当：資産税課 土地係 主幹兼係長 奈良 幸仁  内線２９２  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ３６ 
青森空港並びに奥羽本線新青森駅等の利便性向上に係る国、県、

関係機関等に対する要望活動について 

要

望

事

項

の

内

容  

青森空港並びに奥羽本線新青森駅等の利便性向上に係る国、県、関係機関等に対し

て、弘前市として下記について要望活動を実施していただきますよう要望いたしま

す。  
①見通しが悪く、トラック同士のすれ違いもできず、渋滞の原因となっている境関

・撫牛子間の奥羽線踏切の拡幅工事の実施要望。  
②奥羽線新青森駅の利便性を高めるための防風・防雪シェルターを設置し、老人、

子どもをいたわるためホームの待合室の大型化や増設、また新幹線が運行してい

ても奥羽線が止まっていることがあり、それらに対する対応についてのＪＲ等関

係機関への働きかけ。  
③青森空港の利便性向上  
計器着陸装置のカテゴリーⅢが設置されていることを活かし、また、団体観光客

の受け入れ態勢を整えるための就航している機体の大型化。  
④Ｓｕｉｃａの導入について  
運賃精算や街中の一部の商店での商品代金の支払いにも利用できる電子マネー

機能を有するＳｕｉｃａについて、利便性が相当高いことから、今後の導入に向

けてのＪＲへの働きかけ。  
 

 

都市環境部 都市政策課  
建設部 建設政策課  

                            

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

①県道 松 木平撫 牛 子停車 場 線の撫 牛 子踏切 の 拡幅要 望 につい て は、こ れ ま

でにも 、 市政懇 談 会等に よ り要望 が 寄せら れ ており 、 市とし ま しては 、

道路管 理 者であ る 中南地 域 県民局 に 対して 拡 幅整備 の 要望を 再 三申し 入

れてお り ます。 （ 県では 平 成１３ 年 度にお い て、整 備 に向け 事 業を進 め

たもの の 、一部 地 権者の 協 力が得 ら れない こ とから 、 これま で 整備が 実

現しな い まま、 現 在に至 っ ており ま す。）  

 

② 平 成 22年 12月   東 北 新 幹 線「 新 青森駅 」 開業。  

 平 成 27年 12月   奥 羽 本 線 新青 森 駅に待 合 所増設 。  

こ れ ま で 、青森 県 や沿線 市 町村と と もにＪ Ｒ 東日本 本 社及び 秋 田支社 に

対して 、 奥羽本 線 の複線 化 や冬期 間 の安定 的 な運行 等 の要望 活 動を行 っ

ており ま す。  

③ 平 成 6年 9月    青 森 － 羽 田 間 に全日 空 が就航 し 、日本 航 空との ダ ブル

トラッ ク となる 。  

 平 成 15年 4月    青 森 － 羽 田 間 から全 日 空が撤 退 。  

 平 成 19年 3月    青 森 空 港 で 「 カテゴ リ ーⅢ」 の 運用開 始 。  

         日 本 航 空 が青 森 －羽田 間 に対応 機 を投入 。  

 平 成 26年 7月    青 森 － 札 幌 間 、青森 － 伊丹間 に 全日空 が 就航し 、 再び

ダブル ト ラック と なる。  

平 成 27年 8月    日 本 航 空 が青森 － 伊丹間 に 「カテ ゴ リーⅢ 」 対応機 を

投入。  
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平成 28年 4月    県 の 青 森 空港管 理 事務所 か ら、 2015年 度 の 国 際線・ 国

内線の 定 期便利 用 者数が 6年 ぶ り に 100万 人 を 超 え た と

発表あ り 。  

 平 成 28年 12月   日 本 航 空 が青 森 －札幌 間 の一部 に 「カテ ゴ リーⅢ 」 対

応機を 投 入。  

 青 森 県 や 青森 空 港ビル (株 )等 と 連 携 し 、 青森空 港 の利便 性 向上に 努 めて

おりま す 。  

 

④ 平 成 27年 7月   国 の「 交 通系 ICカ ー ド の 普及・利 便性拡 大 に向け た 検討

会」に お いて、 未 導入地 域 の解消 に 向けた 方 策とし て  

「 10カ ー ド へ の 参 加」、 「 地域独 自 カード ＋ 10カ ー ド の

片利用 」 の方向 性 が示さ れ ている 。  

今
後
の
処
理
方
針 

①ご要 望 の路線 の 拡幅に つ いては 、 必要性 を 認識し て おりま す が、撫 牛 子

踏切の 拡 幅につ い ては、 未 だ関係 者 の同意 が 得られ ず 、整備 に 着手で き

ない状 況 である と 伺って お ります 。 また、 踏 切前後 の 部分が 交 通の支 障

となっ て いるこ と から、 踏 切部分 だ け拡幅 し ても効 果 は少な い ものと 考

えてお り ますの で 、今後 も 県の状 況 を勘案 し ながら 、 拡幅整 備 の要望 を

してい き たいと 考 えてお り ます。  

 

② 奥 羽 本 線新青 森 駅の利 便 向上及 び 奥羽本 線 の安定 し た運行 は 、地域 住 民

のみな ら ず、当 市 を訪れ る 観光客 が 快適に 利 用する た めにも 重 要であ る

ことか ら 、実現 に 向けて 関 係機関 と ともに 、 ＪＲ東 日 本に対 し 要望活 動

を継続 し てまい り ます。  

 な お 、 昨 年 12月 に は Ｊ Ｒ 東日本 に おいて 、 奥羽本 線 新青森 駅 に待合 室

を増設 し 、電車 の 停車位 置 を合わ せ ており 、 利便性 の 向上が 図 られま し

た。  

 

③ 機 体 の 大型化 に よる青 森 空港の 利 便性向 上 に関し て は、利 用 率向上 が 必

要不可 欠 となり ま す。一 昨 年度で あ ります が 、青森 空 港発着 の 定期便 利

用者数 が 6年 ぶ り に 100万 人 を 超 え たこと か ら、引 き 続き青 森 県等の 関 係

機関と の 情報交 換 を行い な がら、 こ の水準 が 維持で き るよう 働 きかけ て

まいり ま す。  

 な お 、 日 本航 空 では昨 年 12月 か ら 青 森－ 札 幌間の 一 部に機 体 の大型 化

と「カ テ ゴリー Ⅲ 」対応 機 の運行 を 行って い ると伺 っ ており ま す。  

 

④ 交 通 系 ICカ ー ド の 導入 に ついて は 、全 国共 通で利 用 できる Suicaを 含 め た

「 10カ ー ド 」の導 入か 、こ の「 10カ ー ド 」と 地域内 で のみ利 用 可能な「 地

域独自 カ ード」 が 同時に 利 用でき る 仕組み が 良いか 検 討を行 っ ており ま

すが、 弘 前市単 独 では事 業 採算性 が 成り立 た ないた め 、青森 県 内の他 の

自治体 を 含めた 広 域的な 取 組みに つ いても 検 討して ま いりま す 。  

 ま た 併 せ て、Ｊ Ｒ東日 本 に対し て も引き 続 き Suicaの 導 入 を 要望し て ま

いりま す 。  

担当：都市政策課 交通政策推進室 主幹    若松義人 内線２１４  
   都市政策課 交通政策推進室 主幹    羽賀克順 内線３５８  
   建設政策課 改良係     主幹兼係長 石川竜明 内線４１３  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ３７ ＩＣＴを活用した地方創生弘前型モデルの構築について 

要

望

事

項

の

内

容  

ＩＣＴを活用した地方創生弘前型モデルの構築について下記項目を要望いたしま

す。  
①今後、弘前市にはさらなる外国人観光客の来訪が見込まれており、平成２８年度

中に新規 3 ヶ所へのアクセスポイント増設を予定している旨回答を得ておりま
す。最も主要観光地である弘前公園の Wi-Fi 環境については、その接続方法が煩
雑なだけではなく、機種によっては全く Wi-Fi に接続できないという不具合が生
じております。よって桜祭りなど混雑時に訪問されるお客様全てを満足させたい

のであれば、アンテナ数増設などにより接続環境の改善をするとともに公園内の

フリーWi-Fi 化を早期に求めます。仮に改善が難しいのであれば、広報の仕方を
工夫し、アクセスポイントがある周辺施設・エリア等への誘導を促す地図を作る

など、民間と連携した「おもてなし」手法の見直しを要望いたします。  
②弘前市では新たな地方創生戦略「HIROSAKI DESIGN WEEK」を展開し、市の広
報や、TV 番組でも随時その事業内容が取り上げられています。また、扱ってい
るコンテンツもスノーアート、津軽塗・津軽三味線など地域独自色があるもので

す。最もその活動は「郷土愛を育む市民運動」を謳っていますが、まだまだ市民

の認知度は低く、その浸透は一部年齢層に止まっていると感じます。それはプロ

モーションの仕方が若者向け過ぎることが原因だと考えられます。  
つきましては、アンケートなどを随時実施しながら、老若男女が理解できる活動

・広報を展開していくとともに、事業の実施状況（参加者数、年齢層、反応等）

や事業費の進捗状況も合わせて開示していただくことを要望いたします。  
あわせて、地域の魅力の掘り起こしや発信の手法・プロセスを中央から取り入れ

るだけではなく、郷土愛とノウハウを持った地元のクリエイターをさらに積極的

に登用し、地域のアイデンティティを土台とする弘前独自のグランドデザインを

構築することを強く要望いたします。  
 

財務部 情報システム課  
経営戦略部 広聴広報課  

                            

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

①  平 成 ２ ８年 ４ 月（さ く ら祭り 前 ）に弘 前 公園内 の ３か所 （ 本丸・ 下

乗橋・ 賀 田橋付 近 ）へア ク セスポ イ ントの 増 設を行 い ました 。 更に、

平成２ ８ 年９月 に は禅林 街 に新規 で ４基設 置 したの に 加え、 平 成２８

年度内 に は、追 手 門広場 へ ２基と 蓬 莱広場 へ １基を 新 規で設 置 するこ

ととし て います 。  

弘 前 公 園 は、国 の 史跡指 定 を受け て おり、 現 状変更 に は十分 な 配慮

が求め ら れるた め 、アク セ スポイ ン トの設 置 箇所も 限 られて い ます。

そのた め 、弘 前公 園内の Wi-Fiは 接 続 状 況 が あまり 芳 しくな い 場所も あ

るとい う ことは 承 知して お ります 。  

接 続 方 法 につい て は、簡 素 にする と セキュ リ ティレ ベ ルの低 下 が懸

念され る ため、 総 務省の 推 奨する 認 証方式 で 、利便 性 と安全 性 の両面

を兼ね 備 えた接 続 方法を 採 用して お ります 。  

な お 、 民 間も含 め たアク セ スポイ ン トの設 置 施設等 の 地図は 「 ひろ

さき便 利 まっぷ 」 という サ イトに て 公開し て おりま す 。  

②  北海道新幹線新函館北斗駅開業や最大の観光資源である弘前城の石垣修理等

を要因に交流人口の減少による地域経済への悪影響が懸念されたことから、新
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たなシティプロモーション戦略を策定し、新たな観光資源を創出するとともに、

国内外への積極的な情報発信により課題解決に取り組む必要があると考え、戦略

の策定・推進に取り組んできました。 

その戦略策定の契機となったのは、平成 27 年東京都で開催された「TOKYO 

DESIGN WEEK」（10 月 24 日）の「地方創生シティ会議」で、デザイン力や創造

力、そして、強力な情報発信力で地域を成長させていくためのプロジェクト

「JAPAN DESIGN WEEK」を全国で展開していくという TOKYO DESIGN WEEK からの

構想発表でした。 

当市でも、新たなシティプロモーション戦略について、これまでにない新しい

切り口で展開すべく検討していたところであり、農家や工芸品などの職人、芸術

家など、製品や作品を制作する、いわゆるクリエイターの方々が多く存在してい

る当市において、デザイン力や創造力、強力な情報発信力による地方創生プロジ

ェクトを、新たなシティプロモーション戦略として展開していくこととし、弘前

市経営計画及び弘前市まち・ひと・しごと創生総合戦略に「シティプロモーショ

ンパワーアップ戦略推進事業」を掲載しました。 

平成 28 年 1 月 20 日には弘前市民会館において戦略の名称を「HIROSAKI DESIGN 

WEEK」として、そのコンセプトを記者発表し、平成 28 年 3 月 17 日開催の定例経

営戦略会議で戦略を決定したところです。 

また、事業の実施にあたりましては、行政だけでなく、経済団体や高等教育機

関などで組織する「弘前デザインウィークコンソーシアム（H28.5.27 設立）」

を中心に、オール弘前体制で展開しております。 

  ※構成員：弘前市、弘前商工会議所、弘前観光コンベンション協会、弘前市物産

協会、弘前青年会議所、青森県中南地域県民局、弘前大学、青森銀行、

みちのく銀行、東奥信用金庫、東奥日報社、陸奥新報社、アップルウ

ェーブの 13 機関 

※主な平成 28 年度実施事業 

 HIROSAKI DESIGN WEEK「SAKURA」、弘前城ﾀﾞﾝｽ＆ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2016、HIROS

AKI DESIGN WEEK「RINGO」、津軽塗ﾃﾞｻﾞｲﾝﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄなど。 

今
後
の
処
理
方
針 

①  平 成 ３ ０ 年 度 に 弘 前 公 園 内 の ア ク セ ス ポ イ ン ト 等 の 機 器 更 新 す る 予

定 で す の で 、 そ の タ イ ミ ン グ で 接 続 状 況 の 改 善 や 接 続 エ リ ア の 拡 張 を

図って い きたい と 考えて い ます。  
更に、民間店舗等との協働による情報発信にも随時取り組んでいきます。  
また、 「 ひろさ き 便利ま っ ぷ」の コ ンテン ツ も増や し ていき た いと

思いま す 。  

②  「 HIROSA KI  D ES I G N  W E EK」 は 、 新 たな 弘 前市を 創 造する た め、市 民

全員で 取 り組ん で いくプ ロ ジェク ト です。 市 民一人 ひ とりが 、 まちを

デザイ ン するク リ エイタ ー として 参 画し、 市 民に長 く 親しま れ るプロ

グラム を 展開し て いきま す 。具体 的 には、 弘 前の未 来 を担う 若 者の育

成や子 ど もたち の 感性を 磨 く人材 育 成、伝 統 産業の ブ ランド 化 戦略の

推進、 観 光資源 の 開発を 行 います 。  

「 シ テ ィ プロモ ー ション パ ワーア ッ プ戦略 推 進事業 」 として 市 経営

計画に 位 置づけ て いる事 業 である こ とから 、 経営計 画 のＰＤ Ｃ Ａサイ

クルに 沿 って進 行 管理し て いくと と もに、 そ の事業 内 容につ い て様々

な手法 で ＰＲに 努 めてい き ます。  

ま た 、 事 業の内 容 につい て も、中 央 から取 り 入れる だ けでな く 、地

元のク リ エイタ ー を登用 し 、中央 と の融合 で 新たな 価 値を創 造 してい

けるよ う な事業 展 開とな る よう、 今 まで以 上 に努め て まいり ま すが、

本事業 の 実施が 、 弘前へ の 郷土愛 を 育む市 民 運動と な り、ひ い ては地

域全体 の 活性化 に つなが る ために は 、経済 団 体をは じ め、各 種 団体や

企業、 そ して市 民 一人ひ と りが一 体 となっ て 「オー ル 弘前体 制 」で展
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今
後
の
処
理
方
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開され る よう、 官 民協同 の 事業推 進 主体で あ る「弘 前 デザイ ン ウィー

クコン ソ ーシア ム 」にお い て協議 の 上、進 め ること と いたし ま す。  

 

担当：情報システム課 情報化推進係     主幹兼情報化推進係長 諏訪秀樹   内線３７０  
広聴広報課   デザインウィーク担当  総括主査    佐々木正和 内線５０７  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ３８ ヘルプマークの普及について 

要

望

事

項

の

内

容  

弘前市においても配布が開始されたヘルプマークについて、知名度がまだ低いよう

に思われます。  
つきましては、ヘルプマークが広く普及するための広報活動を行っていただきます

よう要望いたします。  

 

健康福祉部 福祉政策課  
 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

ヘルプ マ ークは 、 援助や 配 慮を必 要 として い ること が 外見か ら は分か ら

ない方 が 、援助 が 得やす く なるよ う 、平成 ２ ４年１ ０ 月に東 京 都で作 成 、

配布が は じまり 、 東京都 の 「ヘル プ マーク 作 成・活 用 ガイド ラ イン」  

（ ２ ５ 年 ８月７ 日 東京都 福 祉保健 局 障害者 施 策推進 部 計画課 ） に基づ い て

全国の 自 治体で 取 組が進 め られて お り、ヘ ル プカー ド も東京 都 の「ヘ ル プ

カード 作 成のた め のガイ ド ライン 」 （平成 ２ ４年１ ０ 月東京 都 福祉保 健 局

障害者 施 策推進 部 ）に基 づ いて、 全 国の多 く の自治 体 で作成 ・ 配布さ れ て

いると こ ろです 。  

青 森 県 に おいて も 、東京 都 のガイ ド ライン に 基づい て ヘルプ マ ーク、 ヘ

ルプカ ー ドを作 成 し、平 成 ２８年 １ ０月か ら 市町村 の 障害福 祉 担当窓 口 に

おいて 配 布して い ます。  

今
後
の
処
理
方
針 

ヘルプ マ ーク、 ヘ ルプカ ー ドにつ い ては、 県 におい て 作成し た 「ヘル プ

マーク ・ ヘルプ カ ード配 布 ガイド ラ イン」 に 沿って 、 県が配 布 を開始 し た

平成２ ８ 年１０ 月 から希 望 者への 配 布及び ポ スター 、 チラシ 、 ホーム ペ ー

ジ、広 報 ひろさ き での広 報 などを 開 始して い ます。  

ヘ ル プ マ ークの 広 報活動 に つきま し ては、 県 と協力 し ながら 今 後も継 続

して実 施 してい き ます。  

担当：福祉政策課   障がい福祉係  主査  佐藤 龍太  内線５２２  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ３９ ふるさと納税について 

要

望

事

項

の

内

容  

現在、全国の自治体の中では、ふるさと納税制度を上手に活用し、自治体の財政に

貢献している事例がございます。  
つきましては、弘前市の財政に寄与させるべく、ふるさと納税に対するお礼の品に

弘前らしくユニークなものを追加し、全国の多くの人が弘前市に納税したいと思える

ような魅力的な品ぞろえをしていただきますよう要望いたします。  

 

経営戦略部 広聴広報課  
 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

ふるさ と 納税は 、市の自 主 財源確 保 の仕組 み である と ともに 、当市の魅力

や特産品を全国の方々に知っていただくために非常に有効な手段であると考えてお

ります。 

当 市 の ふ るさと 納 税のお 礼 の品に つ いては 、平成 28年 8月 に リ ニ ュー ア ル

し、現在 78品 目 を そ ろえ て いるほ か 、特典と してね ぷ た絵の プ レゼン ト や、

弘前城 本 丸石垣 修 理事業 に 関する イ ベント に 招待す る など、 弘 前らし い モ

ノやコ ト を提供 す るよう 努 めてい ま す。  

今
後
の
処
理
方
針 

ふるさ と 納税の お 礼の品 に ついて 、 今後も 随 時見直 し を図り 、 市の魅 力

を伝え ら れる商 品 を取り 揃 えてい く ととも に 、弘前 城 本丸石 垣 修理に あ わ

せ、体 験 イベン ト へ招待 す るなど 、 弘前市 で しか体 験 できな い コトに つ い

ても、 引 き続き 設 定して い きます 。  

今後もシティプロモーションの一つの手段としてふるさと納税制度を活用してい

くことで、将来の弘前ファンを育み、交流・移住人口の増加や観光産業をはじめとし

た地域経済全体の活性化につながるよう努めてまいります。  
 

担当：広聴広報課 シティプロモーション担当 主事 川口 未央 内線９３８  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ４０ 女性が活躍できる取組みをしている企業のＰＲについて 

要

望

事

項

の

内

容  

国の政策において「一億総活躍社会の」実現、特に女性が活躍する社会の創出は重

要なテーマとなっております。  
つきましては、弘前市においても女性が活躍する社会創出の一環として、産休・育

休等の福利厚生、女性役職者の登用など“女性が活躍できる取組み”をしている企業

を認定し、表彰・ＰＲしていただきますよう要望いたします。  

 

市民文化スポーツ部 市民協働政策課  
商工振興部 商工政策課  

 

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

市の最 重 要課題 で ある人 口 減少を 抑 制し、 地 域経済 の 維持・ 成 長を成 し

遂げる た めには 、 地方に 「 “しご と ”が“ ひ と”を 呼 び、“ ひ と”が “ し

ごと” を 呼び込 む 好循環 」 を確立 す る必要 が ありま す 。  

そ の 確 立 に当た っ て、高 い 潜在力 を 秘めて い る女性 の 雇用環 境 を改善 し 、

その力 を 最大限 に 発揮し て もらう こ とが非 常 に重要 と なって き ている こ と

から、市 では、「 弘前市 ま ち・ひと・しごと 創生総 合 戦略」に おいて、「 若

者と女 性 の雇用 環 境の改 善 」を施 策 の１番 目 に挙げ 、 女性が 社 会で活 躍 で

きるよ う に雇用 環 境の整 備 を進め る ことと し ており ま す。  

昨 年 ９ 月 に青森 銀 行から 、 女性の 活 躍推進 に 積極的 に 取り組 む 企業等 を

評価し 、 人口減 少 緩和に 資 する取 り 組みを 促 進する た め、市 と の事業 連 携

の提案 が なされ 、 その提 案 を基に 弘 前商工 会 議所青 年 部と弘 前 青年会 議 所

の協力 を 得なが ら 制度化 へ 向けて 調 整を図 り 、平成 ２ ９年１ 月 ２０日 「 弘

前市女 性 活躍推 進 企業認 定 制度」 を 創設い た しまし た 。  

産 休 ・ 育 休等の 福 利厚生 を 含む子 育 て支援 活 動に取 り 組む企 業 等につ い

ては、 「 弘前市 子 育て応 援 企業認 定 制度」 が 既に施 行 されて お ります 。  

 

今
後
の
処
理
方
針 

制度は １ 月２０ 日 付で施 行 されま し たので 、 今後は 女 性の活 躍 推進に 積

極的に 取 り組む 企 業等を 「 女性活 躍 推進企 業 」とし て 認定し 、 認定を 受 け

た企業 等 に対し て は、青 森 銀行で 行 う事業 性 融資の 金 利優遇 措 置のほ か 、

市とし て は、広 報 ひろさ き やホー ム ページ で の活動 周 知や就 労 関連事 業 に

おける PR、 そ し て 県や市 で 主催す る 女性活 躍 推進に 関 する研 修 等の優 先 案

内・情報 提供を す るなど、企業イ メ ージや 評 価の向 上 を支援 し ていき ま す。

また、 弘 前商工 会 議所及 び 弘前青 年 会議所 を 通じて 周 知に努 め るほか 、

毎年実 施 してい る 事業所 訪 問時に お いても 、 同制度 の 周知に 努 めてま い り

ます。 加 えて、 29年 度 か ら 事業所 訪 問の際 に 行う「 女 性の就 業 環境調 査 」

で、同 制 度の認 定 企業の 掘 り起こ し も併せ て 行って ま いりま す ので、 民 間

事業者 の 皆様に お かれま し ても、 女 性の職 業 生活に お ける活 躍 推進に 向 け

た取り 組 みに努 め ていた だ くこと が 、女性 が 活躍す る 社会の 創 出につ な が

るもの と 考えて お ります 。  

担当：市民協働政策課 市民参画センター 参事    菊池 佳子 内線５０９  
   商工政策課   就労支援係    主幹兼係長 澁谷 卓  内線９１８  
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弘前商工会議所要望事項 

要望事項 ４１ 「弘前ブランドセンター」設立に向けた支援について 

要

望

事

項

の

内

容  

少子・高齢化、人口減少社会を向かえ、今後の弘前市の経済活動は縮小傾向にシフ

トすると想定される中、今後の展開として地域資源を活用した新商品開発や地場産品

の国内外での販路開拓・拡大やＰＲ強化など、今まで以上の総合的な取り組みを推進

する必要がございます。  
弘前の地域資源を活用した地域振興を図るために、弘前感交劇場推進委員会の関係

機関が協議し、いわゆる「弘前ブランド」を国内外へ発信できる施策を検討し「弘前

ファン」づくりにつながる持続的な取り組みを可能とするシステムを構築することが

重要となっております。  
そのシステム構築の場として「弘前ブランドセンター」構想がありますが、「弘前

ブランドセンター」としての役割は、地域のビジョンを創る「ひと」、具体化する「ひ

と」、推進する「ひと」、調整する「ひと」、アピールする「ひと」など役割を分担

し、それぞれの専門家が地域資源である「もの（工芸品・農産物等）」「こと（まつ

り・イベント等）」「ところ（自然・観光施設・中心市街地等）」を掘り起こし、知

的財産～商品開発～販路開拓～市場導入へと繋ぎ、弘前ブランドとしてシティーセー

ルスを推進する仕組みづくりと、「もの」「こと」「ところ」の地域資源に関して、

市場ニーズ等の情報収集をもとに市場への情報発信を担うワンストップ窓口として

の機能と、販路開拓・市場導入を目指すプラットホームとしての機能も担うことにな

ります。  
ブランドセンター設立のために必要とされている支援ニーズは、予算、専門家支援、

ファウンド、知財を総合的に支援する体制や、また、事業を推進する上で、特に、国

・自治体が定める法律や条令等の規制緩和、煩雑な申請手続の簡素化、計画の見直し

・変更等が必要であります。  
つきましては、「弘前ブランドセンター」設立については、弘前商工会議所として

も積極的に推進しますが、関係する団体等オール弘前体制として臨む必要があること

から、弘前市が主導し設立に向けた取り組みを行っていただきますよう要望いたしま

す。  
あわせて、ブランドセンターとしての具体的な役割の一つとして、「地域団体商標

登録制度」を活用したブランディング戦略構築がございます。商標登録することによ

り地域ブランドについての保護が図られ、地域のモチベーションアップ、模倣品の排

除、ＰＲ効果など地域のイメージアップにつながります。平成２６年８月の商標法第

７条の２の改正により、商工会議所が登録主体となることが可能となったことから、

今後弘前商工会議所が地域団体商標登録に向けた取り組みを行う場合にはその支援

を要望いたします。  
 

 

商工振興部 商工政策課  
                            

市の処理方針 

経 
 
 

緯 

○中国 に おける 「 弘前」 の 商標出 願  

平 成 28年 5月 20日 、 中 国 に おいて 「 弘前」 の 商標出 願 がなさ れ ました 。

 （ 分 類 ： 30類 （ 加 工 し た 植物性 の 食品） 例 ：茶、 コ ーヒー 、 お菓子 等 ）

  も し 「 弘 前 」 が商標 登 録され れ ば、今 後 「弘前 」 の文字 を 使用し た 30

類 に 属 す る商品 が 、中国 国 内にお い て販売 で きなく な ります 。  

  こ の よ う な 中 、当市 で は対策 チ ームを 立 ち上げ 、 その対 応 につい て 協

議検討 し た結果 、 「弘前 」 は著名 な 地名で あ り、著 名 な地名 は 商標登 録
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経 
 
 

緯 

できな い ことか ら 、平 成 28年 8月 22日 、貴 所 、弘 前市 物産協 会 、農 協な ど

の関係 団 体と共 に 異議申 立 て書類 を 提出い た しまし た 。  

現 在 は 、 中国の 商 標局に て 異議申 立 ての審 査 を行っ て います 。  

（ 審 査 は 1年 程 度 かかる も のと想 定 されま す ）  

 

○ 「 弘 前 ブラン ド 」のブ ラ ンディ ン グ  

  現 在 、 当 市 で は中国 に おいて 「 弘前」 の 商標出 願 がなさ れ たこと を 契

機に、 「 弘前ブ ラ ンド」 の 保護や ブ ランド 力 の強化 を 目的と し て、「 弘

前ブラ ン ド」の ブ ランデ ィ ング（ ブ ランド イ メージ 整 理、ブ ラ ンド化 戦

略構築 、 ロゴマ ー クデザ イ ン作成 ・ 管理等 ） につい て 検討を 進 めてお り

ます。  

 平 成 29年 度 に は 貴所や 弘 前市物 産 協会、 農 協など の 関係団 体 とブラ ン

ディン グ の方向 性 やロゴ マ ークの 活 用方法 な ど協議 し たいと 考 えてい ま

す。  

 

今
後
の
処
理
方
針 

貴所が 設 立に向 け て主導 す る「弘 前 ブラン ド センタ ー 」は、 当 市とし て

も「弘 前 ブラン ド 」の保 護 やブラ ン ド力強 化 のため 重 要な施 策 である こ と

から、 具 体的な 仕 組みの 構 築に向 け てオー ル 弘前体 制 で、積 極 的に協 働 し

て取り 組 んでま い りたい と 考えて お ります 。  

 ま た 、 「 地域 団 体商標 登 録制度 」 への支 援 につい て も「弘 前 ブラン ド セ

ンター 」 の具体 的 な仕組 み の構築 の 中で、 貴 所と協 議 してま い りたい と 考

えてお り ます。  

 

担当：商工政策課 物産振興室 総括主査 太田 尚亨 内線２５２  
 


